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刊
行
に
あ
た
っ
て

　
「
歴
史
編
纂
事
務
室
報
告
」
第
十
九
集
を
お
届
け
し
ま
す
。

　
本
号
で
は
「
明
治
大
学
と
校
友
」
と
題
し
、
と
く
に
校
友
に
よ
っ
て
東
日
本
に
開
校
さ
れ
た
六
つ
の
学
校
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
対
象

と
し
た
時
期
は
明
治
法
律
学
校
の
卒
業
生
の
内
、
明
治
期
に
限
定
致
し
ま
し
た
。

　
本
学
は
、
活
気
に
温
れ
た
時
代
の
明
治
期
、
と
り
わ
け
法
律
専
門
学
校
が
次
々
に
誕
生
し
た
明
治
初
年
に
私
塾
と
し
て
開
校
し
ま
し
た
。

一
方
で
は
自
由
民
権
運
動
の
昂
揚
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
青
年
の
問
に
政
治
熱
が
高
ま
っ
た
こ
と
と
、
条
約
改
正
に
絡
み
法
律
制
度
が
進
め

ら
れ
、
法
律
の
知
識
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
っ
た
頃
で
す
。
全
国
か
ら
向
学
心
に
燃
え
た
青
年
達
が
明
治
法
律
学
校
で
法
律
を
学
び
、
豊

か
な
人
間
性
と
自
主
独
立
の
精
神
を
身
に
つ
け
社
会
に
巣
立
っ
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
な
か
で
教
育
に
身
を
投
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
次
の
世
代
を
育
成
す
る
た
め
情
熱
を
傾
け
、
専
門
学
校
を
創
設
し
た
六
人
の
校

友
を
選
び
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
学
校
に
母
校
明
治
法
律
学
校
は
教
師
を
派
遣
し
、
援
助
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
本
学
は
、
明
治
十
四
年
に
創
立
さ
れ
、
そ
の
翌
年
明
治
十
五
年
に
は
「
校
友
規
則
」
を
定
め
て
い
ま
す
。
校
友
を
重
ん
じ
、
教
育
の
輪

を
広
げ
て
い
っ
て
お
り
ま
す
。
ゆ
え
に
「
校
友
」
と
い
う
言
葉
も
本
学
が
初
め
て
使
用
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
明
治
法
律
学
校
等
、
各
法
律
学
校
は
自
由
で
豊
か
な
個
性
教
育
を
行
い
、
国
家
社
会
に
貢
献
す
る
有
為
な
人
材
を
世

に
送
り
出
し
、
そ
の
多
く
は
、
行
政
官
、
司
法
関
係
、
政
治
家
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
達
を
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。

　
本
報
告
書
は
あ
く
ま
で
、
稿
本
の
域
を
で
ま
せ
ん
が
、
他
日
を
期
し
て
補
完
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
大
方
の
こ
叱
声
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

　
一
九
九
八
年
二
月
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第
一
部

校
友
が
創
っ
た
学
校
（
そ
の
ー
）

鈴
　
木
秀
　
幸

は
じ
め
に

問
題
・
目
的

　
大
学
史
料
の
収
集
・
保
存
・
利
用
等
々
、
そ
れ
を
一
言
で
「
大

学
史
」
と
言
う
こ
と
に
す
る
。
そ
の
「
大
学
史
」
の
世
界
は
確
実

に
広
が
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
明
治
大
学
史
紀
要
『
紫
紺
の
歴
程
』
創

刊
号
（
一
九
九
七
年
三
月
三
一
日
発
行
）
の
「
大
学
史
の
広
が

り
」
、
『
二
一
世
紀
に
向
け
て
　
自
己
点
検
・
評
価
報
告
書
』
（
一

九
九
七
年
八
月
二
六
日
発
行
）
の
「
歴
史
編
纂
」
（
本
号
に
も
所

収
）
、
さ
ら
に
全
国
大
学
史
料
協
議
会
東
日
本
部
会
会
報
『
大
学

ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』
恥
一
七
（
一
九
九
七
年
九
月
二
六
日
発
行
）

「『

蜉
w
史
の
広
が
り
』
を
考
え
て
」
（
一
九
九
七
年
九
月
二
六
日

発
行
）
等
で
述
べ
て
き
た
。
重
複
は
避
け
た
い
が
、
何
れ
に
し
て

も
大
学
へ
の
イ
ベ
ン
ト
参
加
か
ら
問
い
合
わ
せ
の
対
応
ま
で
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
く

は
や
薄
暗
い
密
室
で
旧
人
の
ご
と
く
古
文
書
を
捲
っ
て
い
れ
ば
よ

い
時
代
で
は
な
く
、
進
ん
で
大
学
の
経
営
や
理
念
づ
く
り
に
関

わ
っ
た
り
、
そ
し
て
他
大
学
や
各
機
関
と
交
流
や
関
係
を
深
め
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
事
を
明
解
に
す
る
た
め
に
、
乱
暴
な
言
い
方
で
は
あ

る
が
、
「
大
学
史
の
広
が
り
」
と
い
う
場
合
、
大
学
史
に
よ
る
経

営
へ
の
参
画
と
か
法
人
部
門
へ
の
寄
与
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
持

　　一　1一



っ
て
使
っ
て
い
る
。
一
方
、
「
大
学
史
の
深
ま
り
」
と
い
う
言
葉

も
用
意
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
深
ま
り
」
と
は
お
も
に
大
学

史
の
研
究
上
の
こ
と
を
指
す
。
問
題
は
何
を
ど
の
よ
う
に
深
め

て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

ま
ず
は
か
つ
て
の
大
学
史
の
研
究
で
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
ず
、
近

年
、
返
答
に
窮
し
た
こ
と
、
今
ま
で
の
年
史
を
ひ
も
と
い
て
も
よ

く
は
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
思
い
つ
く
ま
ま
列
記
し
て
み
よ

う
。　
1
　
学
生
の
制
服
・
制
帽
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
の
か
。

　
2
　
学
生
の
食
堂
の
場
所
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
、
メ
ニ
ュ
ー

　
　
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

　
3
　
戦
時
中
の
教
室
で
は
ど
の
よ
う
な
授
業
が
な
さ
れ
た
の
か
。

　
4
　
学
則
や
寄
付
行
為
の
詳
し
い
こ
と
を
知
り
た
い
。

　
5
　
占
領
軍
は
明
治
大
学
に
何
を
し
た
の
か
。

　
6
　
キ
ャ
ン
パ
ス
や
運
動
場
、
あ
る
い
は
建
物
の
変
遷
は
ど
う

　
　
か
。

　
7
　
地
方
の
校
友
会
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か
。

　
以
上
は
問
い
合
わ
せ
事
項
の
ほ
ん
の
「
部
分
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

生
活
、
教
育
実
践
、
国
際
関
係
、
学
校
建
築
、
地
域
等
々
、
そ
れ

は
従
来
の
制
度
論
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
社
会
構
成
論
、
民
衆
思

想
論
な
ど
を
も
っ
て
し
て
も
対
応
で
き
な
い
事
柄
で
あ
り
、
分
野

で
も
あ
る
。
近
年
、
明
治
大
学
『
歴
史
編
纂
事
務
室
報
告
』
が

「
明
治
大
学
記
念
館
の
歴
史
と
資
料
」
（
第
一
七
集
）
、
続
い
て

「
明
治
大
学
の
学
則
」
（
第
一
八
集
）
を
特
集
と
し
て
組
ん
で
き
た

の
は
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
こ
う
し
た
新
し
い
大
学
史
の
動
き
に

即
応
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
多
分
に
あ
っ
た
か
ら
と
い
え
よ
う
。

　
本
号
で
は
、
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
「
地
方
（
地
域
）
」
と
か

「
校
友
」
と
い
っ
た
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
、
大
学
史
を
「
深
め

て
」
み
た
い
。
簡
潔
に
い
う
と
「
大
学
史
と
地
方
史
」
と
か
、
「
大

学
史
と
校
友
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
見
、
対
極
に
あ
り
そ
う

な
「
大
学
史
と
地
方
史
」
は
実
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
こ
の
場

合
、
「
地
方
」
・
「
地
方
史
」
と
は
ど
の
よ
う
な
概
念
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ま
た
「
地
域
」
・
「
地
域
史
」
と

い
う
こ
と
ば
と
の
区
別
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
、
と
質
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
「
地
方
」
と
「
地
域
」

は
ひ
っ
く
る
め
て
、
そ
れ
は
明
治
法
律
学
校
の
立
地
か
ら
離
れ
た

所
と
い
う
よ
う
に
き
わ
め
て
広
義
に
解
釈
す
る
こ
と
と
し
た
。
し

た
が
っ
て
「
地
方
」
と
い
っ
た
時
は
「
地
域
」
で
も
あ
る
し
、
「
地
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域
」
と
い
っ
た
と
き
に
は
「
地
方
」
も
含
む
。
ま
た
「
地
方
・
地

域
」
と
い
っ
た
り
、
「
地
方
（
地
域
）
」
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　
ま
た
、
「
校
友
」
と
は
同
校
「
校
友
規
則
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
、
教
職
員
（
そ
う
で
あ
っ
た
者
も
含
む
）
、
卒
業
生
、
特
に
認
許

さ
れ
た
者
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
お
も
に
卒
業
生
を
中
心

と
し
た
。

　
か
つ
て
明
治
法
律
学
校
・
明
治
大
学
に
は
地
方
か
ら
陸
続
と
入

学
し
て
き
た
。
地
方
出
身
学
生
に
支
え
ら
れ
た
学
校
と
い
う
側
面

も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
自
身
の
郷
里
に
帰
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
活
躍
す
る
者
も
多
く
い
た
。
今
や
も
う
↓
度
、
地
方
（
地

域
）
、
そ
し
て
そ
の
地
の
校
友
を
再
考
し
、
こ
れ
か
ら
の
大
学
の

あ
り
方
を
構
想
す
る
よ
す
が
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

史
料
・
分
析

　
一
口
に
「
地
方
」
と
か
「
校
友
」
を
対
象
と
す
る
と
い
っ
て
も
、

き
わ
め
て
幅
が
広
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
次
の
よ
う
に
限
定
し

た
。
ま
ず
、
今
回
は
時
期
的
に
は
明
治
期
、
そ
れ
も
明
治
法
律
学

校
時
代
と
す
る
。
そ
の
活
動
内
容
は
そ
の
時
期
に
校
友
が
創
設
し

た
法
律
の
学
校
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
事
柄
に
絞
っ
た
。
ま
た
、
地

域
は
東
日
本
と
し
た
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
明
治
法
律
学
校

か
ら
離
れ
た
所
は
す
べ
て
対
象
と
し
た
。
た
だ
し
、
西
日
本
や
外

国
に
つ
い
て
は
後
の
本
誌
で
取
り
上
げ
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、

教
育
以
外
の
分
野
に
つ
い
て
も
そ
う
し
た
い
。

　
史
料
は
ま
ず
は
大
学
の
中
で
探
し
た
。
そ
の
う
ち
、
何
と
い
っ

て
も
有
力
な
手
掛
か
り
は
校
友
名
簿
、
そ
の
中
の
職
業
欄
で
あ
る
。

ま
た
学
校
の
機
関
誌
、
と
く
に
そ
の
雑
報
欄
は
頼
り
に
な
る
。
も

ち
ろ
ん
二
〇
年
史
等
、
各
年
史
類
も
目
を
通
し
た
。
し
か
し
、
明

治
大
学
の
場
合
、
校
舎
が
関
東
大
震
災
で
壊
滅
し
た
た
め
、
そ
れ

以
前
の
史
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で

当
然
、
学
外
史
料
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
明
治
期
の
新
聞

・
雑
誌
、
公
文
書
、
伝
記
等
に
は
く
ま
な
く
当
た
っ
た
。
さ
ら
に

地
方
（
地
域
）
に
出
向
き
、
史
料
調
査
を
し
た
。
幸
い
に
当
該
地

域
の
校
友
の
方
々
、
史
料
所
蔵
者
、
教
育
委
員
会
・
博
物
館
・
文

書
館
・
図
書
館
・
公
民
館
の
関
係
者
等
々
の
多
大
な
協
力
を
え
た
。

逆
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
各
地
域
の
校
友
、
郷
土
史
家
、
自
治
体
史

編
纂
担
当
者
か
ら
業
務
の
過
程
で
見
出
し
た
明
治
大
学
関
係
史
料

に
つ
い
て
、
連
絡
を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
小

生
も
個
人
的
な
史
料
調
査
等
で
地
方
を
歩
く
と
大
学
史
関
係
史
料
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に
出
会
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
近
い
う
ち
に
本
格
的
に
「
地
方

・
地
域
史
料
か
ら
み
た
大
学
史
」
を
綴
っ
て
み
た
い
。

　
こ
う
し
た
史
料
調
査
の
中
か
ら
、
本
稿
で
は
、
明
治
法
律
学
校

か
ら
は
か
な
り
隔
て
て
い
る
新
潟
・
仙
台
、
や
や
離
れ
て
い
る
八

王
子
・
千
葉
、
近
い
浅
草
区
・
神
田
区
と
い
っ
た
所
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
二
校
ず
つ
取
り
上
げ
た
。

　
な
お
、
拙
稿
「
初
期
明
治
法
律
学
校
と
地
域
お
よ
び
学
生
－
佐

藤
琢
治
を
中
心
に
ー
」
（
『
明
治
大
学
教
職
員
課
程
年
報
』
恥
一

六
）
、
同
「
地
方
・
学
生
か
ら
み
た
初
期
明
治
法
律
学
校
」
（
『
明
治

大
学
史
紀
要
』
第
一
二
号
）
も
参
照
い
た
だ
け
れ
ぽ
幸
い
で
あ
る
。

〔
注
〕
　
以
下
の
文
章
に
お
い
て
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
史
料
番
号
は
後
掲
の
関
係

　
　
史
料
一
覧
の
そ
れ
、
お
よ
び
史
料
紹
介
の
番
号
と
一
致
す
る
。

新
潟
法
律
学
校

新
潟
青
年
の
遊
学
熱

　
明
治
期
、
新
潟
青
年
の
間
の
遊
学
熱
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
軽
々
に
各
府
県
の
遊
学
者
数
を
比
較
す
べ
き
で
は

な
い
と
念
慮
し
つ
つ
も
、
と
り
あ
え
ず
史
料
1
に
あ
る
「
法
科
大

学
以
下
各
学
校
卒
業
者
　
府
県
別
人
員
一
覧
表
」
を
み
る
と
法
科

大
学
以
下
九
校
（
い
わ
ゆ
る
「
九
大
法
律
学
校
」
）
の
卒
業
者
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
位
東
京
府
五
九
一
名
　
第
二
位
長
野
県
三
三
四
名

　
第
三
位
　
新
潟
県
二
六
二
名
　
　
第
四
位
　
山
口
県
二
三
七
名

　
第
五
位
　
福
岡
県
二
一
七
名

　
そ
れ
に
し
て
も
地
方
出
身
老
の
卒
業
者
が
実
に
多
い
。
し
か
も

新
潟
県
の
順
位
と
数
字
は
予
想
外
で
あ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
は

い
く
つ
か
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
新
潟
は
近
代
以
前

か
ら
海
運
の
要
所
と
し
て
栄
え
、
そ
れ
に
よ
り
都
市
が
形
成
さ
れ

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
新
潟
県
を
中
心
に
コ
畏
日
本
」
の

形
成
過
程
を
分
析
し
た
古
厩
忠
夫
著
『
裏
日
本
』
（
岩
波
新
書
、
一

九
九
七
年
九
月
二
二
日
発
行
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
〇
年
（
一
八

八
七
）
現
在
の
新
潟
県
の
地
租
納
税
額
は
全
国
第
四
位
、
そ
の
頃

の
所
得
税
納
税
額
は
第
五
位
、
国
税
総
額
は
第
三
位
と
い
う
。
一

方
、
当
時
「
北
越
は
有
名
な
る
訴
訟
国
」
（
『
明
法
雑
誌
』
第
六
三

号
、
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
七
月
五
日
発
行
）
と
言
わ
れ
た
。

そ
の
こ
と
の
原
因
を
突
き
と
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
そ

の
こ
と
が
法
学
熱
を
高
め
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
ま
だ
、
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新
潟
若
者
の
遊
学
を
誘
発
し
た
要
因
は
あ
ろ
う
が
、
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

　
で
は
、
新
潟
青
年
達
は
明
治
法
律
学
校
（
の
ち
の
明
治
大
学
）

に
ど
の
く
ら
い
入
学
し
た
り
、
卒
業
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き

の
史
料
1
「
法
科
大
学
以
下
各
学
校
卒
業
者
　
府
県
別
人
員
一
覧

表
」
に
よ
り
明
治
三
〇
年
（
↓
八
九
七
）
一
二
月
末
現
在
の
卒
業

者
数
を
学
校
別
に
追
っ
て
み
る
。

第
一
位

第
二
位

第
三
位

第
四
位

第
五
位

法
学
院
（
の
ち
の
中
央
大
学
）
　
八
↓
名

明
治
　
五
七
名

専
門
学
校
（
の
ち
の
早
稲
田
大
学
）
　
四
三
名

法
科
大
学
（
の
ち
の
東
京
大
学
）
　
三
〇
名

和
仏
法
律
学
校
（
の
ち
の
法
政
大
学
）
　
一
九
名

　
次
に
同
表
の
明
治
法
律
学
校
卒
業
者
数
を
府
県
別
に
並
べ
換
え

て
み
る
。

　
第
一
位
　
長
野
県
　
九
九
名

　
第
二
位
熊
本
県
九
四
名

　
第
三
位
東
京
府
　
七
一
名

　
第
四
位
　
新
潟
県
・
福
岡
県
・
鹿
児
島
県
　
各
五
七
名

　
こ
の
こ
と
を
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
発
行
の
『
明
治
法

学
』
（
明
治
法
学
会
編
）
に
よ
っ
て
か
い
ま
み
る
。
そ
の
内
、
ひ
と

つ
は
同
年
五
月
二
九
日
発
行
・
第
五
六
号
掲
載
「
現
在
生
徒
府
県

別
表
」
（
明
治
三
五
年
七
月
現
在
）
の
も
の
で
あ
る
（
史
料
2
）
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
新
潟
県
出
身
の
在
学
生
は
五
九
名
で
茨
城
県
と
と

も
に
第
六
番
目
に
多
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
同
年
八
月
八
日
発
行
・

第
五
九
号
に
あ
る
「
本
校
学
生
卒
業
者
人
員
府
県
別
」
で
あ
る

（
史
料
3
）
。
こ
の
デ
ー
タ
は
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
一
月
か

ら
同
年
三
六
年
七
月
ま
で
を
校
内
生
は
「
校
内
生
及
校
内
生
タ
リ

シ
者
」
と
「
卒
業
シ
タ
ル
者
」
、
校
外
生
は
「
校
外
生
及
校
外
生
タ

リ
シ
者
」
と
「
校
外
生
全
科
ヲ
修
業
シ
タ
ル
者
」
に
分
け
て
統
計

化
し
て
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
新
潟
県
出
身
、
と
り
わ
け
出

京
者
が
か
な
り
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

法
律
温
習
会

　
新
潟
に
お
け
る
法
律
・
法
学
の
熱
気
は
同
区
内
（
明
治
二
二
年

市
制
施
行
）
に
あ
っ
た
「
法
律
温
習
会
」
と
い
う
司
法
関
係
者
の

学
習
会
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
史
料
4
の
よ
う
に
同
会
に
関
す
る

初
出
史
料
は
明
治
一
六
年
（
｝
八
八
三
）
一
月
七
日
付
『
新
潟
新

聞
』
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
度
の
一
四
日
よ
り
毎
日
曜
日
一
二
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時
、
新
潟
小
学
校
で
開
会
す
る
旨
、
幹
事
よ
り
会
員
に
報
告
す
る

と
い
っ
た
広
告
で
あ
る
。
傍
聴
は
随
意
で
あ
る
と
い
う
但
し
書
き

が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
日
が

同
会
に
と
っ
て
初
会
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
研
究
会
は

会
員
の
者
が
あ
ら
か
じ
め
討
論
題
を
提
示
し
て
お
き
、
そ
れ
を
当

日
討
論
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
主
た
る
活
動
内
容
で
あ
る
。
ゆ
え

に
例
え
ば
史
料
9
の
よ
う
に
同
年
二
月
一
七
日
の
会
の
討
論
題
提

出
者
は
長
野
昌
秀
と
高
橋
新
平
（
と
も
に
明
治
法
律
学
校
々
友
）

と
な
っ
て
い
る
。
前
後
す
る
が
、
史
料
6
に
よ
れ
ば
同
一
七
年

（「

ｪ
八
四
）
「
月
二
〇
日
の
集
ま
り
よ
り
会
の
中
心
的
な
存
在

の
長
野
（
前
出
）
と
桑
田
房
吉
（
や
は
り
明
治
法
律
学
校
々
友
）

が
法
律
の
講
義
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
総
会
が
開
か
れ

た
こ
と
は
史
料
2
4
の
『
新
潟
新
聞
』
記
事
（
同
年
九
月
一
二
日

付
）
か
ら
分
か
る
。

　
同
会
の
規
約
は
目
下
の
と
こ
ろ
、
発
会
当
初
の
も
の
は
見
出
し

え
な
い
。
し
か
し
、
史
料
4
7
の
よ
う
に
同
「
八
年
（
「
八
八
五
）

一
〇
月
二
一
日
付
『
新
潟
新
聞
』
に
は
幹
事
長
桑
田
房
吉
・
幹
事

八
尾
新
輔
名
で
規
約
改
正
（
特
別
会
員
に
つ
い
て
）
が
告
示
さ
れ

て
い
る
。

　
後
掲
の
関
係
史
料
一
覧
中
の
新
聞
記
事
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
察
知

で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
後
、
こ
の
会
は
地
道
に
勉
強
会
を
積
み
重

ね
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
史
料
4
9
・
『
絵
入
新
潟
新
聞
』
（
同
一
八

年
一
二
月
一
九
日
付
）
は
支
会
設
置
の
動
き
を
報
じ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
場
所
は
県
内
中
蒲
原
郡
五
泉
町
（
現
在
の
五
泉
市
）

で
あ
り
、
桑
田
ら
を
毎
月
【
回
派
遣
し
て
講
義
を
し
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
律
温
習
会
自
体
も
外
部
講
師
を
依
頼
し
て

い
る
こ
と
は
史
料
5
7
の
新
潟
始
審
裁
判
所
判
事
招
聰
の
記
事
か
ら

知
り
得
る
。

　
な
お
、
明
治
二
〇
年
五
月
二
四
日
付
の
『
新
潟
新
聞
』
記
事

（
史
料
6
2
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
役
員
は
幹
事
長
石
井
大
介

（
再
選
）
、
幹
事
山
森
亮
（
再
選
）
・
織
田
良
平
、
常
議
員
島
田
脩

三
二
局
橋
新
平
・
長
野
昌
秀
・
古
閑
定
・
佐
々
木
徹
、
会
員
数
は

五
六
名
と
い
う
。

新
潟
法
学
協
会

　
前
述
の
法
律
温
習
会
は
明
治
二
一
年
夏
の
合
併
を
め
ざ
し
、
規

則
書
の
作
成
・
役
員
選
挙
等
々
、
そ
の
準
備
に
か
か
っ
た
。
合
併

の
相
手
は
尚
志
会
で
あ
る
。
そ
の
模
様
は
史
料
7
2
1
ω
・
『
新
潟
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法
学
協
会
雑
誌
』
第
「
号
（
同
年
六
月
五
日
付
）
の
記
事
の
通
り

で
あ
る
。

　
一
方
、
新
潟
区
に
は
量
好
同
盟
会
い
う
法
律
研
究
団
体
が
存
し

た
。
史
料
7
1
の
よ
う
に
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
明
治
一
＝
年
五
月
二
七

日
の
総
会
で
北
越
法
律
学
会
と
改
称
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
法
律
団
体
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
史
料
7
5
で
あ
る
程
度
、

分
か
る
。
こ
の
史
料
は
明
治
法
律
学
校
々
友
桑
田
房
吉
（
前
出
）

が
母
校
・
明
治
法
律
学
校
の
『
明
法
雑
誌
』
（
明
治
一
＝
年
七
月

五
日
発
行
、
第
六
三
号
）
に
寄
せ
た
北
越
法
曹
界
の
景
況
報
告
で

あ
る
。
そ
れ
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
会

員
は
各
々
七
〇
名
く
ら
い
で
、
新
潟
法
学
協
会
は
代
言
人
や
民
間

有
志
者
が
多
く
、
ま
た
日
々
の
研
究
や
活
動
の
成
果
を
『
新
潟
法

学
協
会
雑
誌
』
に
掲
載
し
て
い
る
。
北
越
法
律
学
会
は
裁
判
官
・

警
察
官
・
そ
の
他
行
政
官
が
会
員
の
中
心
で
あ
る
。
前
者
の
中
心

は
桑
田
房
吉
、
長
野
昌
秀
、
高
橋
新
平
、
石
高
俊
三
ら
で
あ
り
、

後
者
の
そ
れ
は
土
屋
為
太
郎
、
渡
辺
八
郎
ら
で
あ
る
。
両
者
は
対

立
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ふ
だ
ん
の
交
流
も
あ
り
、
土
屋
や

渡
辺
ら
は
新
潟
法
学
協
会
の
名
誉
会
員
で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
以

上
の
メ
ン
バ
ー
に
共
通
す
る
の
は
明
治
法
律
学
校
々
友
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
『
新
潟
法
学
協
会
雑
誌
』
は
目
下
、
第
一
号
か
ら
第
五
号

ま
で
は
見
う
け
ら
れ
る
。
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
概
要
は
図
表
1
に

デ
ー
タ
と
し
て
ま
と
め
た
み
た
。
ま
た
、
史
料
7
2
1
②
・
③
は

『
新
潟
法
学
協
会
雑
誌
』
第
一
号
（
明
治
二
一
年
六
月
五
日
発

行
）
に
掲
載
さ
れ
た
同
協
会
の
会
則
と
会
員
名
簿
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
同
会
の
精
力
的
な
活
動
の
実
態
が
分
か
る
と
と
も
に
、

本
格
的
な
法
律
団
体
で
あ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。

校
友
の
政
治
活
動

　
と
り
わ
け
明
治
一
〇
年
代
は
「
民
権
の
時
代
」
と
言
わ
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
新
潟
県
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
し
、
今
日
、
そ

の
研
究
に
当
た
っ
て
い
る
者
も
少
な
く
な
い
。

　
史
料
7
6
は
明
治
「
六
年
一
月
の
「
新
潟
政
談
演
説
会
」
の
活
動

を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
同
会
は
そ
れ
以
前
に
も
開
催
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
同
会
に
お
け
る
明
治
法
律
学
校
出
身

者
の
活
動
の
事
例
と
し
て
掲
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
前
出

の
校
友
の
桑
田
房
吉
や
石
高
俊
三
の
演
題
等
が
報
知
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
史
料
8
7
は
明
治
一
入
年
三
月
八
日
、
区
内
古
町
湊
座
で
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行
わ
れ
る
政
談
演
説
会
を
予
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
演
説
者

の
メ
ン
。
バ
ー
に
は
や
は
り
校
友
の
長
野
・
石
高
・
高
橋
・
桑
田
ら

の
名
が
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
ほ
と
ん
ど
は
司
法
関

係
者
、
と
り
わ
け
代
言
人
（
弁
護
士
）
で
あ
る
が
、
演
題
は
得
意

と
す
る
法
律
論
か
ら
平
和
論
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
と
り

わ
け
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
に
際
し
て
は
特
別
に
政
談
演
説
会
が

開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
弁
士
の
一
人
に
長
野
の
名
が
見
え
る

（
史
料
9
6
）
。
こ
の
時
、
明
治
法
律
学
校
お
よ
び
そ
の
校
友
は
あ
げ

て
一
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
は
っ
た
。
新
潟
で
も
校
友
は
世
論
の
み

な
ら
ず
、
母
校
か
ら
も
刺
激
を
う
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
新
潟
校
友
は
司
法
関
係
に
、
さ
ら
に
政
治
方
面

に
と
広
く
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。

新
潟
法
律
学
校

　
新
潟
の
法
律
熱
の
高
ま
り
は
や
が
て
法
律
学
校
の
設
立
へ
と
進

む
。　

明
治
二
〇
年
現
在
「
新
潟
県
管
内
公
私
立
諸
学
校
表
」
に
よ
れ

ぽ
「
新
潟
法
学
校
」
と
い
う
私
立
の
法
律
学
校
が
明
治
一
八
年
に

創
立
さ
れ
た
と
あ
る
。
所
在
地
は
新
潟
区
寺
裏
通
一
番
丁
、
修
業

年
限
は
三
年
、
学
校
長
・
設
立
者
は
石
黒
左
馬
司
と
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
の
明
治
二
〇
年
段
階
で
は
「
停
業
」
と
さ
れ
て
い
る
。
次

に
『
新
潟
市
史
』
下
巻
（
新
潟
市
、
昭
和
四
八
年
八
月
二
一
日
発

行
）
所
収
の
近
代
新
潟
の
諸
学
校
リ
ス
ト
を
み
る
と
、
法
律
を
学

科
に
も
つ
と
こ
ろ
は
見
当
た
ら
な
い
。

写真1　法律講究所開校地

　　　　　　下旭町

　　　　（1996年9月1旧）
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と
こ
ろ
が
史
料
鵬
の
よ
う
に
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月

二
六
日
付
『
新
潟
新
聞
』
に
は
「
法
律
講
究
所
」
開
校
の
広
告
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
開
校
は
二
月
一
日
、
場
所
は

新
潟
区
内
下
旭
町
三
番
地
、
目
的
は
法
律
講
義
、
月
謝
は
四
〇
銭

と
あ
る
。
そ
の
講
師
陣
は
六
名
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
前
記
し
た

長
野
昌
秀
、
桑
田
房
吉
、
石
高
俊
三
、
あ
る
い
は
広
江
幸
（
浩
）

吉
、
小
林
鉄
之
輔
と
五
名
ま
で
が
明
治
法
律
学
校
々
友
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
同
紙
の
二
月
一
七
日
付
広
告
・
史
料
鵬
で
は
同
校
は
四

月
よ
り
英
学
も
一
科
と
し
て
加
え
て
、
さ
ら
に
「
新
潟
法
律
学

校
」
と
改
称
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
授
業
料
は
当
分
徴
収
し

な
い
旨
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
月
一
〇
日
発
行
『
明
法
雑
誌
』

（
第
一
四
号
）
も
「
校
友
通
信
」
史
料
㈹
と
し
て
同
様
の
こ
と
を

掲
げ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
桑
田
が
寄
稿
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
そ
こ
に
は
学
校
名
は
「
法
律
講
究
所
」
で
は
な
く
「
夜
学

法
律
講
習
所
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
夜
間
制
の
学
校
で
あ

っ
た
。
な
お
、
こ
の
時
点
で
は
「
新
潟
法
律
学
校
ト
改
称
致
ス
心

組
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
五
月
二
一
日
付
『
新
潟
新
聞
』
記
事
（
史
料
川
）
に

よ
れ
ば
ま
だ
「
法
律
講
究
所
」
の
ま
ま
で
あ
り
、
果
た
し
て
校
名

は
改
称
し
た
の
か
、
否
か
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
記
事

に
よ
れ
ば
毎
夜
七
～
一
一
時
の
授
業
に
は
四
〇
余
名
が
学
ん
で
い

る
と
あ
る
。
同
校
は
い
つ
ま
で
存
続
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

　
な
お
、
法
律
講
究
所
・
新
潟
法
律
学
校
の
あ
っ
た
位
置
は
前
記

し
た
よ
う
に
下
旭
町
で
あ
り
、
史
料
M
の
地
図
の
上
で
は
「
下
旭

丁
」
の
所
で
あ
る
。
近
隣
に
は
当
時
、
県
庁
、
裁
判
所
、
小
学
校

な
ど
が
あ
る
官
庁
街
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
新
潟
区
内
校
友
の
法
律
あ
る
い
は
政
治
活
動

の
実
績
は
や
が
て
地
域
に
法
律
の
教
育
・
啓
蒙
機
関
を
開
設
す
る

ま
で
に
な
っ
た
。

校
友
会
活
動

　
明
治
法
律
学
校
創
設
時
、
学
監
と
し
て
校
内
庶
務
や
学
生
指
導

に
奔
走
し
た
齋
藤
孝
治
（
の
ち
に
弁
護
士
、
東
京
府
会
議
…
員
）
は

学
校
か
ら
派
遣
さ
れ
て
信
濃
越
佐
方
面
を
巡
行
し
た
。
そ
の
紀
行

文
が
史
料
備
で
あ
り
、
出
発
は
明
治
二
〇
年
六
月
七
日
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
四
日
目
に
長
岡
町
で
当
地
の
校
友
稲
川
次
郎
次

（
同
地
代
言
人
組
合
会
長
）
や
小
林
鉄
之
輔
（
後
に
詳
述
）
ら
と

交
わ
り
、
翌
日
に
は
新
潟
に
て
校
友
の
長
野
昌
秀
や
石
高
俊
三
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（
と
も
に
前
出
）
と
面
談
し
、
そ
の
後
は
佐
渡
に
向
か
っ
た
。

　
同
年
八
月
一
四
日
、
明
治
法
律
学
校
講
師
宇
川
盛
三
郎
は
新
潟

区
の
旅
館
で
長
野
昌
秀
の
訪
問
を
受
け
た
。
史
料
冊
は
そ
の
と
き

の
報
告
の
抄
録
で
あ
る
。
そ
の
後
、
県
庁
で
講
演
を
し
た
り
、
新

発
田
で
校
友
代
言
師
の
井
上
敦
美
（
後
出
）
・
山
口
憲
（
文
久
二

年
一
〇
月
生
、
福
井
県
出
身
、
明
治
一
五
年
一
〇
月
卒
、
新
発
田

住
）
ら
と
交
遊
し
た
。
八
月
二
四
日
は
高
田
に
赴
き
、
監
獄
や
警

察
署
等
を
巡
見
し
た
あ
と
、
明
治
法
律
学
校
生
徒
（
帰
省
中
）
の

来
訪
を
受
け
た
。

　
彼
は
そ
の
巡
行
報
告
の
最
後
に
地
方
で
は
皆
、
本
校
教
員
・
校

員
の
巡
回
を
希
望
し
て
い
る
と
結
ん
で
い
る
。

　
史
料
解
は
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
七
月
、
新
潟
・
高
田
・

長
野
に
お
け
る
校
友
会
支
部
設
立
に
岸
本
辰
雄
校
長
以
下
が
臨
ん

だ
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
当
地
で
活
躍
す
る
関
係
者
の
熱
烈
な
歓

迎
の
さ
ま
が
よ
く
分
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
校
と
地
方
校
友
の
尽
力
に
よ
り
各
地
に
支
部
が

設
立
さ
れ
、
日
増
し
に
活
動
が
活
発
化
し
た
。
史
料
佃
が
ら
は
、

そ
の
新
潟
支
部
の
会
員
名
、
支
部
規
則
あ
る
い
は
役
員
等
が
分
か

る
。
ま
た
、
史
料
㎎
は
高
田
支
部
の
通
常
会
の
記
事
で
あ
る
。
同

支
部
は
こ
の
史
料
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
法
学
普
及
の
た
め

の
講
話
会
開
催
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
史
料
拗
は
明
治
三
三
年

（一

縺
Z
〇
）
二
月
二
五
日
、
直
江
津
町
で
実
業
家
の
た
め
に
開

講
し
た
第
一
回
「
法
話
会
」
の
景
況
で
あ
る
。

　
そ
の
後
も
、
以
上
に
み
た
よ
う
な
明
治
法
律
学
校
か
ら
の
教
員

ら
の
派
遣
、
あ
る
い
は
地
方
校
友
会
の
活
動
は
活
発
に
続
け
ら
れ

た
。
史
料
梱
は
長
岡
に
お
け
る
新
潟
支
部
春
季
総
会
の
記
事
で
あ

る
。
当
地
の
校
友
弁
護
士
長
谷
川
晋
次
郎
ら
は
そ
の
際
に
催
す
こ

と
と
な
っ
た
法
律
経
済
学
術
講
話
会
へ
講
師
派
遣
を
母
校
に
依
頼

し
た
。
明
治
三
三
年
五
月
二
七
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
同
会
に
は
明

治
法
律
学
校
か
ら
講
師
の
有
賀
長
文
・
宮
本
平
九
郎
、
常
議
員
の

井
本
常
治
の
三
名
が
派
遣
さ
れ
、
講
演
を
す
る
と
と
も
に
新
潟
校

友
と
交
友
を
深
め
た
。

　
な
お
、
前
記
し
た
支
部
の
法
律
講
話
会
は
新
潟
支
部
で
も
開
設

さ
れ
た
。
史
料
伽
に
は
、
そ
の
規
則
や
講
義
内
容
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
新
潟
の
校
友
会
は
母
校
と
交
流
を
深
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
活
動
を
盛
ん
に
し
て
い
っ
た
。
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校
友
　
本
稿
で
は
す
で
に
幾
人
か
の
新
潟
校
友
の
名
前
を
あ
げ
て
き
た
。

こ
こ
で
は
そ
れ
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
ろ
う
が
、
個
別
に
紹
介
し

て
み
た
い
。

　
長
野
昌
秀

　
彼
は
『
明
治
法
律
学
校
校
友
規
則
並
表
』
（
以
下
、
の
ち
の
『
明

治
法
律
学
校
校
友
会
員
名
簿
』
と
と
も
に
『
校
友
名
簿
』
と
称

す
）
に
よ
れ
ば
文
久
元
年
（
「
八
六
一
）
一
二
月
に
新
潟
県
の
士

族
の
家
に
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
明
治
一
七
年
九
月
に
校
友
と
し
て

特
許
さ
れ
て
い
る
。
卒
業
前
に
代
言
人
試
験
に
合
格
し
た
の
で
あ

ろ
う
（
一
六
年
七
月
に
代
言
免
許
）
。
帰
郷
後
は
同
一
六
年
七
月

に
新
潟
区
西
堀
通
で
開
業
、
一
〇
月
に
は
古
町
、
一
九
年
に
は
旭

町
と
区
内
を
転
居
し
て
い
る
（
　
0
0
9
2
史
料
　
∩
乙
●
2
●
3
　
1
1
1
）
。

　
そ
の
活
動
は
た
だ
自
営
の
弁
護
士
業
に
専
念
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
新
潟
の
法
曹
界
の
発
展
の
た
め
に
尽
く
し
て
き
た
こ
と
は
す

で
に
紹
介
し
た
。
ま
た
、
政
治
活
動
に
奔
走
し
た
こ
と
は
自
由
民

権
運
動
の
項
で
い
さ
さ
か
ふ
れ
た
が
、
も
う
少
し
追
っ
て
み
た
い
。

長
野
は
明
治
一
＝
年
一
月
、
第
六
回
県
議
選
に
新
潟
区
か
ら
出
馬

し
た
が
補
欠
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
他
の
議
員
が
辞
職
し
た

た
め
、
同
年
一
〇
月
に
繰
り
上
げ
当
選
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
次

の
第
七
回
県
議
選
半
数
改
選
（
同
二
一
二
年
四
月
）
で
当
選
、
同
年

四
月
の
解
散
ま
で
つ
と
め
て
い
る
。
「
新
潟
県
有
志
家
　
大
同
派

　
改
進
派
」
（
史
料
僻
）
と
い
う
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
版
行

の
番
付
（
新
潟
市
下
旭
町
通
の
原
貞
治
編
集
）
に
よ
れ
ば
長
野
は

前
出
山
口
憲
と
と
も
に
大
同
派
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は

自
由
党
の
立
場
に
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
の
ち
の
「
立
憲
政
友
会
新

潟
支
部
規
約
」
に
は
、
前
出
長
谷
川
晋
次
郎
と
と
も
に
同
党
評
議

員
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
（
永
木
千
代
治
『
新
潟
県
政
党
史
』
、

昭
和
「
○
年
九
月
一
日
発
行
）
。

　
図
表
2
は
一
九
九
六
年
九
月
、
新
潟
県
議
会
所
蔵
の
県
会
議
事

録
調
査
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
前
に
県
議
会
史
編
さ
ん
室
の

権
平
一
則
氏
（
現
県
議
会
議
事
調
査
課
勤
務
）
が
作
成
し
て
く
だ

さ
っ
た
「
長
野
昌
秀
議
員
発
言
記
録
」
で
あ
る
（
一
部
、
加
筆
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
）
。
長
野
議
員
は
県
政
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に

つ
い
て
発
言
し
て
い
る
こ
と
が
一
見
で
き
る
が
、
史
料
儒
は
そ
の

中
か
ら
い
く
つ
か
を
摘
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
ω
か
ら
は
彼
の
教

育
に
対
す
る
関
心
や
考
え
方
が
よ
く
分
か
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
修
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学
や
法
学
教
育
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
②
は
い
か
に

も
人
民
の
立
場
に
立
つ
民
権
家
ら
し
い
思
想
を
体
言
し
て
い
る
。

③
で
は
彼
が
司
法
関
係
者
、
と
く
に
弁
護
士
と
し
て
の
職
業
意
識

を
十
分
に
発
揮
し
て
い
る
。
そ
の
弁
護
士
と
し
て
は
新
潟
代
言
人

組
合
会
長
と
し
て
弁
護
士
法
施
行
に
伴
う
新
潟
弁
護
士
会
の
改
組

に
当
た
っ
て
い
る
（
史
料
鵬
）
。
そ
し
て
、
五
月
一
日
の
同
会
総
会

で
会
長
に
就
任
し
た
。
史
料
襯
は
明
治
二
七
年
度
同
会
定
期
総
会

第
一
日
［
日
の
議
事
録
で
あ
る
が
、
議
長
と
し
て
奮
闘
す
る
彼
の
よ

う
す
が
か
い
ま
み
え
る
。

　
明
治
法
律
学
校
々
友
と
し
て
の
長
野
の
活
動
に
つ
い
て
も
補
足

し
て
お
き
た
い
。
彼
の
母
校
に
対
す
る
思
い
入
れ
は
人
一
倍
で
あ

る
こ
と
は
す
で
に
前
項
の
校
友
会
活
動
で
も
察
知
で
き
た
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
彼
は
史
料
鵬
や
個
の
よ
う
に
『
新
潟
新
聞
』
に

大
々
的
に
広
告
を
掲
載
し
、
「
曾
て
生
等
が
薫
陶
の
育
恩
を
受
け

る
明
治
法
律
学
校
」
を
紹
介
し
た
。
ま
た
新
潟
の
地
か
ら
母
校
宛

の
新
年
の
あ
い
さ
つ
を
校
誌
『
明
法
雑
誌
』
（
明
治
二
三
年
一
月

一
〇
日
発
行
、
第
九
九
号
）
誌
上
で
し
て
い
る
（
史
料
捌
）
。
や
が

て
、
明
治
三
二
年
七
月
、
総
会
で
校
友
会
評
議
員
に
当
選
し
た
。

　
桑
田
房
吉

　
彼
は
安
政
二
年
九
月
、
兵
庫
県
の
平
民
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

『
校
友
名
簿
』
に
よ
れ
ば
明
治
一
四
年
二
月
か
ら
一
五
年
二
月
ま

で
東
京
府
麹
町
区
飯
田
町
四
丁
目
二
四
番
地
に
住
み
、
明
治
法
律

学
校
の
部
長
（
一
般
学
生
ら
の
指
導
係
。
こ
の
時
は
二
五
歳
）
を

つ
と
め
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
間
、
学
生
で
も
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
彼
も
ま
た
卒
業
を
待
た
ず
し
て
代
言
人
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
同
一

六
年
に
は
す
で
に
新
潟
県
庁
前
で
代
言
業
を
開
い
て
お
り
、
ま
た

長
岡
町
に
も
出
張
所
を
設
け
て
い
る
（
史
料
蟷
）
。

　
彼
も
新
潟
区
内
で
法
律
、
政
治
、
校
友
会
関
係
等
々
に
活
躍
し

た
。
こ
の
こ
と
は
い
ま
ま
で
、
し
ぼ
し
ぼ
ふ
れ
て
き
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
史
料
爾
は
彼
の
「
出
獄
」
慰
労
会
の
記
事
で
あ
る
。

た
ぶ
ん
、
政
談
演
説
会
の
際
、
官
憲
に
拘
引
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
さ
き
の
長
野
と
は
全
く
政
治
的
立
場
を
一
に
す
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
史
料
即
の
故
小
野
梓
追
悼
会
企

図
の
記
事
か
ら
知
り
得
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
自
由
民
権
運
動
に

お
い
て
は
改
進
党
の
立
場
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
桑
田
は
明
治
一
九
年
一
一
月
二
二
日
、
新
潟
に
別
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れ
を
告
げ
、
上
京
す
る
（
史
料
励
・
紐
）
。
そ
れ
は
東
京
で
代
言
業

を
す
る
た
め
で
あ
り
、
さ
っ
そ
く
東
京
代
言
組
合
に
加
入
し
た

（
史
料
魏
）
。
ま
た
、
上
京
後
の
彼
は
今
ま
で
に
加
え
て
母
校
明
治

法
律
学
校
と
の
関
わ
り
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
『
明
法

雑
誌
』
の
第
三
五
号
（
明
治
二
〇
年
五
月
五
日
発
行
）
に
は
「
未

決
濫
之
管
轄
」
、
第
五
〇
号
（
同
年
一
二
月
二
〇
日
発
行
）
・
第
五

一
号
（
同
二
一
年
一
月
一
〇
日
発
行
）
・
第
五
四
号
（
同
年
二
月

二
〇
日
発
行
）
に
は
「
人
証
論
」
と
い
っ
た
論
文
が
掲
載
さ
れ
た

（
史
料
邸
～
齪
）
。

　
そ
の
後
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
三
月
か
ら
身
体
保
養
の

た
め
に
郷
里
で
あ
る
兵
庫
県
揖
西
郡
揖
保
く
イ
ボ
V
村
西
構
〈
ニ

シ
カ
マ
エ
〉
（
現
在
の
龍
野
市
揖
保
町
）
に
閉
居
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
が
（
史
料
m
）
、
や
が
て
五
月
に
は
神
戸
で
代
言
業
を
営
む

よ
う
に
な
り
（
史
料
魏
）
、
さ
ら
に
二
三
年
の
『
校
友
名
簿
』
に
よ

れ
ば
、
東
京
府
神
田
区
神
保
町
一
〇
番
地
に
居
住
し
、
代
言
業
務

に
当
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
治
二
七
年
（
↓
八
九
四
）
四
月

の
校
友
総
会
で
、
か
つ
て
新
潟
で
と
も
に
代
言
師
を
し
上
京
し
た

山
口
憲
（
前
出
）
と
と
も
に
常
議
員
に
当
選
し
た
（
史
料
悩
）
。

　
小
林
鉄
之
輔

　
小
林
鉄
之
輔
は
『
校
友
名
簿
』
に
よ
れ
ば
、
文
久
三
年
（
一
八

六
三
）
七
月
、
新
潟
県
古
志
郡
河
野
村
三
番
地
（
現
在
の
見
附
市

河
野
町
〈
ガ
ワ
ノ
マ
チ
〉
）
の
平
民
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
明
治

法
律
学
校
在
学
中
は
学
業
の
傍
ら
雄
弁
大
会
に
関
わ
っ
た
り
（
史

料
魏
・
鵬
）
、
新
潟
出
身
在
京
学
生
会
の
会
主
を
し
た
（
史
料
鵬

・
僻
）
。
明
治
一
八
年
四
月
卒
業
の
後
は
し
ば
ら
く
東
京
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
史
料
鵬
・
珊
の
よ
う
に
新
潟
区
に
住
み
、

代
言
紹
介
業
（
明
治
法
律
学
校
講
師
等
へ
）
を
し
た
。
ま
た
教
育

活
動
に
も
参
画
し
、
さ
き
の
新
潟
法
律
学
校
設
立
に
関
与
し
た
り
、

北
越
興
商
会
の
講
師
（
商
法
担
当
）
を
し
た
（
史
料
m
）
。
さ
ら
に

同
二
〇
年
二
月
に
は
北
越
講
法
館
を
長
岡
に
開
校
し
た
（
史
料

桝
）
。
史
料
麗
に
よ
れ
ば
同
館
は
明
治
法
律
学
校
と
提
携
し
た
法

律
学
校
兼
代
言
取
次
所
で
あ
る
。
五
月
、
同
館
に
明
治
法
律
学
校

卒
業
の
代
言
人
木
下
増
蔵
を
採
用
し
て
い
る
（
史
料
柵
・
珊
）
。

　
そ
の
一
方
、
翌
年
に
は
彼
は
東
京
神
田
の
明
法
社
（
明
治
法
律

学
校
系
）
に
出
張
、
訴
訟
事
務
を
取
り
扱
っ
て
い
る
（
史
料
摺
）
。

　
そ
の
後
、
明
治
二
二
年
一
〇
月
か
ら
二
四
年
三
月
ま
で
明
治
法

律
学
校
の
部
長
を
し
た
り
、
法
政
学
会
記
者
や
学
士
協
会
幹
事
等
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を
し
て
い
る
。
な
お
、
同
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
二
月
の
『
校
友

名
簿
』
に
よ
れ
ば
職
業
は
弁
護
士
・
特
許
代
理
業
、
住
所
は
新
潟

市
旭
町
一
番
地
四
五
と
あ
る
。

　
石
高
俊
三

　
石
高
俊
三
に
つ
い
て
は
『
新
潟
県
総
撹
』
（
富
樫
悌
三
著
、
大
正

五
年
八
月
二
〇
日
発
行
）
に
出
生
か
ら
弁
護
士
に
な
る
ま
で
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
彼
は
中
蒲
原
郡
赤
渋
村
（
現
在

の
白
根
市
赤
渋
）
の
庄
屋
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
少
年
時
代
は
新

発
田
藩
の
銃
隊
に
加
わ
り
、
長
岡
戦
争
に
関
わ
っ
た
。
や
が
て
明

治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
上
京
、
法
律
学
を
修
得
し
、
帰
県
後
、

新
潟
区
で
代
言
業
を
し
た
（
以
上
、
史
料
酬
）
。
同
書
に
は
明
治
法

律
学
校
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
と
に
か
く
同
三
二
年
一

「
月
に
推
薦
校
友
と
な
っ
た
。

　
帰
郷
後
の
彼
の
活
躍
ぶ
り
は
本
稿
の
今
ま
で
の
掲
載
史
料
か
ら

も
知
り
得
る
。
そ
れ
は
法
律
・
政
治
さ
ら
に
教
育
方
面
に
と
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
石
高
に
つ
い
て
、
特
筆
す
べ
て

こ
と
が
二
点
あ
る
。
ひ
と
つ
は
代
言
組
合
で
取
り
ま
と
め
に
尽
力

し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
史
料
囑
に
よ
れ
ば
、
彼
は
明
治

一
六
年
三
月
、
新
潟
代
言
人
組
合
会
長
に
就
任
し
て
い
る
。
そ
の

後
、
再
選
さ
れ
、
『
新
潟
弁
護
士
会
史
』
（
新
潟
弁
護
士
会
、
昭
和

一
五
年
五
月
一
五
日
発
行
）
に
よ
れ
ば
同
二
四
年
（
一
八
九
一
）

六
月
時
点
で
会
長
を
つ
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
新
潟
弁
護
士
会
と

な
っ
て
か
ら
は
同
会
常
議
員
や
副
会
長
を
歴
任
し
て
い
る
。
も
う

ひ
と
つ
特
記
す
べ
き
こ
と
は
法
律
書
の
編
集
・
出
版
に
関
与
し
た

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
二
〇
年
二
月
刊
行
の
平
井
貞
値

編
『
登
記
法
公
誰
人
規
則
早
わ
か
り
』
の
校
閲
に
当
た
っ
て
い
る
。

史
料
鵬
は
そ
の
広
告
で
あ
る
。
な
お
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）

六
月
｝
日
に
逝
去
し
た
こ
と
が
『
明
治
大
学
々
報
』
第
二
二
号

（
大
正
七
年
七
月
号
）
に
報
知
さ
れ
て
い
る
。

　
井
上
敦
美

　
井
上
の
名
も
い
ま
ま
で
幾
度
か
史
料
で
見
て
き
た
。
彼
は
明
治

一
七
年
八
月
に
代
言
人
免
許
を
得
て
お
り
、
早
速
、
同
一
七
年
九

月
七
日
付
『
新
潟
新
聞
』
に
代
言
業
の
広
告
を
出
し
て
い
る
（
史

料
餅
）
。
明
治
法
律
学
校
在
学
中
に
司
法
試
験
に
合
格
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
彼
が
母
校
よ
り
校
友
と
し
て
認
定
さ
れ
る
の
は

明
治
三
二
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
井
上
ら
は
新
潟
区
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内
に
有
信
会
な
る
代
言
業
の
団
体
を
つ
く
り
、
活
動
し
た
。

に
は
石
高
・
長
野
・
桑
田
ら
の
名
も
見
え
る
。
（
史
料
㎜
）
。

そ
こ
　
　
動
に
も
関
係
し
た
。

　
高
橋
新
平

　
高
橋
新
平
の
名
も
今
ま
で
の
史
料
に
幾
度
か
登
場
し
て
き
た
。

彼
の
場
合
も
明
治
法
律
学
校
の
特
許
校
友
（
明
治
三
二
年
一
一

月
）
で
あ
る
の
で
、
在
学
中
に
司
法
試
験
を
突
破
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
史
料
㎜
に
よ
れ
ば
新
潟
代
言
人
組
合
副
会
長
と
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
新
潟
弁
護
士
会
史
』
収
載
「
代
言
人
組
合

名
簿
」
に
よ
れ
ば
同
二
五
年
三
月
二
八
日
に
同
組
合
会
長
に
当
選
、

以
後
も
同
会
の
役
員
を
歴
任
し
た
。

　
土
屋
為
太
郎

　
『
校
友
名
簿
』
に
よ
れ
ば
土
屋
は
慶
応
元
年
三
月
、
長
野
県
の

士
族
の
家
に
生
ま
れ
た
。
明
治
一
六
年
三
月
、
明
治
法
律
学
校
卒

業
後
、
同
一
九
年
五
月
よ
り
一
年
間
、
同
校
部
長
を
つ
と
め
た
。

そ
の
後
、
判
事
と
な
り
、
新
潟
地
方
裁
判
所
や
長
岡
区
裁
判
所
に

勤
務
し
た
。
こ
の
間
、
新
潟
区
在
住
中
は
北
越
法
学
館
の
運
営
に

当
た
っ
た
り
、
新
潟
法
学
協
会
幹
事
を
し
た
。
ま
た
、
校
友
会
活

　
渡
辺
八
郎

　
『
校
友
名
簿
』
に
よ
れ
ば
渡
辺
は
安
政
四
年
八
月
、
茨
城
県
の

平
民
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
明
治
一
七
年
一
一
月
に
明
治
法
律

学
校
卒
業
後
、
二
年
後
に
判
事
試
験
に
及
第
し
、
新
潟
治
安
裁
判

所
・
同
始
審
裁
判
所
の
判
事
試
補
、
同
地
方
裁
判
所
の
判
事
と
な

っ
た
。
そ
の
間
、
土
屋
と
同
様
、
新
潟
法
学
協
会
名
誉
会
員
と
な

っ
た
り
、
校
友
会
活
動
に
尽
力
し
た
。

二
　
東
北
法
律
学
校

人
首
・
摺
沢
・
仙
台

　
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
五
月
八
日
、
岩
手
県
江
刺
市
の
人

首
〈
ヒ
ト
カ
ベ
〉
城
肚
（
現
在
は
館
山
公
園
）
で
コ
ニ
島
駒
治
よ

し
両
先
生
の
頒
徳
碑
」
建
碑
除
幕
式
が
行
わ
れ
た
。
高
さ
四
メ
ー

ト
ル
、
横
幅
］
・
三
メ
ー
ト
ル
、
約
四
ト
ン
の
巨
大
な
石
碑
が
山

間
の
集
落
を
見
渡
す
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
島
駒
治

は
碑
文
（
史
料
脳
）
に
よ
れ
ば
明
治
三
年
九
月
一
〇
日
、
同
地
す
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な
わ
ち
江
刺
郡
人
首
村
八
〇
番
地
に
父
長
之
助
・
母
ヨ
シ
の
長
男

と
し
て
生
ま
れ
た
。
今
日
、
同
家
の
屋
敷
地
は
他
に
譲
渡
さ
れ
、

平
地
（
駐
車
場
）
と
な
っ
て
お
り
、
わ
ず
か
土
蔵
を
の
こ
す
の
み

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
所
は
一
時
は
交
通
の
要
所
、
そ
れ
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
町
場
の
真
っ
只
中
に
あ
り
、
三
島
家
は
そ
の

関
係
の
こ
と
を
生
業
と
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
土
地
を
集
積

す
る
寄
生
地
主
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
駒
治
の
先
祖
に
は
江
戸
時

代
、
囲
碁
界
で
名
を
は
せ
た
伝
次
郎
（
安
政
二
年
四
月
一
七
日

没
）
と
い
う
人
物
も
い
た
。
し
か
し
、
駒
治
が
八
歳
の
時
、
父
は

欝

写真2　「三島駒治よし両先生の頒徳碑」

　　　　　　　（1997年3月28日）

天
折
、
母
ヨ
シ
は
実
家
（
岩
手
県
東
磐
井
郡
摺
沢
〈
ス
リ
サ
ワ
〉

村
、
現
在
の
大
東
町
摺
沢
）
の
小
原
慶
助
に
養
育
を
依
頼
し
た
。

駒
治
は
同
地
の
小
学
校
に
通
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
幸
い
な
こ
と

に
そ
の
傍
ら
、
近
隣
に
住
む
一
族
の
小
原
磨
渓
に
も
学
ぶ
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
の
人
物
が
医
学
・
漢
字
等
の
学
問
、
あ
る
い
は
私
塾

・
小
学
校
等
の
教
育
に
活
躍
し
た
こ
と
は
大
正
＝
年
（
一
九
二

一）

ﾉ
摺
沢
公
園
に
建
立
さ
れ
た
「
小
原
磨
渓
翁
頬
徳
碑
」
（
史
料

㎜
）
か
ら
一
覧
で
き
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
学
問
に
興
味
と
関
心

を
寄
せ
た
駒
治
は
明
治
一
八
年
、
一
五
歳
の
時
、
東
北
最
大
の
都

市
・
仙
台
に
行
き
、
当
地
の
儒
学
者
国
分
平
の
門
を
た
た
い
た
。

国
分
と
は
旧
幕
時
代
は
仙
台
藩
儒
官
、
明
治
期
に
は
宮
城
県
会
議

員
や
宮
城
中
学
校
教
師
を
勤
め
た
人
物
で
あ
る
（
史
料
脇
）
。
三

島
駒
治
は
同
人
よ
り
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
の
教
育
を
受
け
、
ま
す

ま
す
向
学
心
を
高
め
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
図
表
3
は
『
仙
始
義
会
雑
誌
』
第
一
号
（
同
会
、

明
治
【
七
年
一
〇
月
一
九
日
発
行
）
に
あ
る
「
私
立
学
校
在
京

生
」
か
ら
作
成
し
た
「
東
京
各
私
立
学
校
在
学
生
総
数
お
よ
び
仙

台
出
身
学
生
内
訳
」
で
あ
る
。
い
か
に
当
時
、
仙
台
の
青
少
年
が

東
京
遊
学
、
と
り
わ
け
法
学
や
語
学
の
習
得
を
願
っ
て
い
た
か
が

一16一



分
か
る
。
三
島
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
三
島
家
の

『
（
日
拝
帳
）
』
（
史
料
騰
）
に
よ
れ
ば
弟
の
平
之
助
も
や
は
り
東
京

法
学
院
、
日
本
法
律
学
校
さ
ら
に
外
国
語
学
校
で
学
ん
で
い
る
。

　
な
お
、
三
島
駒
治
が
ま
す
ま
す
法
学
の
学
習
を
め
ざ
す
こ
と
と

な
っ
た
理
由
に
は
、
当
時
の
青
少
年
の
法
学
熱
と
い
っ
た
社
会
的

な
雰
囲
気
に
加
え
て
、
こ
の
こ
ろ
仙
台
で
巡
査
を
し
て
い
た
こ
と

も
関
係
し
て
い
よ
う
。

上
京
　
三
島
は
明
治
二
二
年
、
一
八
歳
の
時
、
上
京
し
、
東
京
法
学
院

（
現
在
の
中
央
大
学
）
邦
語
法
学
科
に
入
学
し
、
同
二
五
年
（
一

八
九
二
）
七
月
に
卒
業
し
た
（
史
料
腸
）
。
そ
の
後
、
　
一
時
帰
郷

し
、
結
婚
を
し
た
。
妻
ば
よ
し
と
い
い
、
水
沢
町
で
学
校
教
員
を

し
て
い
た
。
彼
が
再
び
上
京
し
、
明
治
法
律
学
校
に
入
学
し
た
の

は
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
一
一
月
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
在

学
中
の
『
学
生
名
簿
』
（
口
絵
）
に
よ
れ
ば
彼
は
学
校
に
近
い
本
郷

区
湯
島
町
四
－
二
（
現
在
の
同
区
湯
島
一
－
八
ー
九
）
や
同
区
春

木
町
三
－
三
六
（
現
在
の
同
区
湯
島
三
－
四
四
－
一
一
）
に
下
宿

し
、
学
業
に
励
ん
だ
。
ま
た
、
彼
は
東
京
法
学
院
を
卒
業
し
て
い

る
の
で
三
年
次
に
編
入
し
た
こ
と
や
二
八
年
（
一
八
九
五
）
に
再

入
学
し
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
三
島
は
同

年
七
月
に
行
わ
れ
た
卒
業
試
験
で
九
教
科
計
五
四
一
点
を
と
り
、

合
格
・
卒
業
し
た
。
こ
の
年
、
彼
は
岩
手
県
出
身
者
の
た
め
に
在

京
団
体
「
岩
手
益
友
会
」
を
組
織
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
和
仏

法
律
学
校
（
現
在
の
法
政
大
学
）
に
入
学
し
た
。
同
校
卒
業
後
も

東
京
に
と
ど
ま
り
、
『
校
友
名
簿
』
に
よ
れ
ば
本
郷
一
丁
目
や
麹

町
区
富
士
見
町
に
住
ん
だ
。
そ
し
て
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九

八
）
四
月
一
二
日
、
『
九
大
法
律
学
校
大
勢
一
覧
』
を
編
集
・
発
行

し
た
（
史
料
盟
）
。
発
行
所
は
東
京
法
友
会
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼

の
住
所
（
麹
町
区
富
士
見
町
六
－
四
）
で
あ
り
、
そ
の
主
幹
を
つ

と
め
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
ろ
は
法
律
関
係
の
出
版
活
動
に

力
を
注
い
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
書
に
は
九
つ
の
法
律
学
校
の

有
力
者
の
序
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
明
治
法
律
学
校
は
木
下
哲

三
郎
と
齋
藤
孝
治
筆
）
し
、
ま
た
各
校
の
詳
し
い
デ
ー
タ
も
満
載

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
の
在
京
中
の
活
動
の
成
果
を
如
実

に
示
す
も
の
で
あ
る
。
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開
校
　
開
校
以
前

　
明
治
三
三
年
七
月
、
三
島
は
か
つ
て
住
ん
だ
仙
台
に
転
居
し
た
。

こ
の
こ
ろ
、
仙
台
に
は
高
等
教
育
機
関
は
な
か
っ
た
。
史
料
晒
か

ら
は
当
時
の
仙
台
に
お
け
る
大
学
誘
致
に
対
す
る
期
待
と
羨
望
の

ほ
ど
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
法
学
の
指
導
と
い
え
ば
有
志
に

よ
る
講
習
会
の
類
い
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
ろ
東
北
地
方

に
法
律
学
校
が
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
『
日
本

帝
国
文
部
省
第
二
十
六
年
報
』
に
よ
れ
ば
明
治
三
一
年
一
二
月
三

一
日
調
査
に
よ
り
福
島
県
に
一
校
は
じ
め
て
み
と
め
ら
れ
る
（
校

名
不
記
）
。
同
校
は
教
員
六
名
、
生
徒
（
男
子
）
三
五
名
と
あ
る
。

ま
た
次
年
度
の
年
報
に
は
教
員
四
名
、
生
徒
四
〇
名
（
男
子
）
、
卒

業
生
五
七
名
（
男
子
）
、
入
学
志
願
者
六
八
名
（
男
子
）
、
入
学
者

五
四
名
（
男
子
）
と
い
う
数
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
校
名
は
同
第

三
十
年
報
（
明
治
三
十
五
年
度
）
に
よ
れ
ば
「
私
立
会
津
法
律
学

校
」
と
あ
り
、
所
在
地
は
若
松
市
、
創
立
時
期
は
三
一
年
、
学
科

は
政
治
学
・
法
律
学
、
修
業
年
限
は
専
科
六
ケ
月
・
別
科
三
ケ
月
、

卒
業
者
は
専
科
九
名
・
別
科
一
八
名
、
授
業
料
総
額
は
一
五
六
円
、

経
費
総
額
一
五
〇
円
と
さ
れ
て
い
る
。
史
料
脚
は
同
校
講
義
録

『
法
律
学
研
究
術
』
の
序
文
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
奥
付
に
は
発

行
兼
編
輯
人
は
「
福
島
県
平
民
　
塚
原
茂
野
」
と
あ
る
。
『
会
津
若

松
市
史
』
第
六
巻
（
会
津
若
松
市
、
昭
和
四
一
年
六
月
六
日
発
行
）

に
よ
れ
ば
、
同
校
は
東
京
法
学
院
等
の
法
律
専
門
学
校
卒
業
生
ら

に
よ
り
明
治
三
一
年
に
開
校
し
、
同
三
五
年
ま
で
に
三
八
三
名
の

卒
業
生
を
送
り
出
し
た
が
、
同
三
八
年
以
降
、
廃
校
し
た
と
あ
る
。

開
校

三
島
駒
治
が
仙
台
市
に
は
じ
め
て

「
東
北
法
律
学
校
」
開
校
を

写真3　東北法律学校開校地

　　　仙台市中央2丁目8番地

　　　　（1997年3月27日）
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具
体
化
し
た
の
は
、
明
治
三
三
年
九
月
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
史
料
窺
に
よ
り
分
か
る
。
候
補
と
し
た
開
校
地
は
東
三
番
丁
六

〇
番
地
の
元
仙
台
文
庫
跡
の
家
屋
で
あ
る
。
結
局
、
同
年
「
○
月

二
八
日
、
東
三
番
丁
一
四
三
番
地
に
開
校
し
た
。
史
料
脚
の
「
仙

台
新
名
家
及
実
業
家
｝
覧
図
」
（
明
治
三
四
年
）
に
あ
る
「
法
律
学

校
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
史
料
脳
に
よ
れ
ば
入
学
生
は
一
六
〇
・
　

七
〇
名
く
ら
い
と
い
う
。
ま
た
、
史
料
鵬
の
よ
う
に
同
校
の
設
立

趣
意
書
や
学
則
も
制
定
し
た
。
学
校
長
に
は
川
目
亨
一
宮
城
控
訴

院
検
事
長
（
の
ち
に
大
審
院
検
事
）
が
就
任
し
た
。
同
校
に
は
こ

の
川
目
ら
明
治
法
律
学
校
お
よ
び
そ
の
関
係
者
が
協
力
・
援
助
を

し
た
。
す
な
わ
ち
、
校
長
に
招
か
れ
た
川
目
は
明
治
法
律
学
校
で

は
民
事
訴
訟
法
を
担
当
す
る
講
師
で
あ
っ
た
。
講
師
前
田
藤
吉
郎

弁
護
士
（
史
料
鋪
の
「
前
田
弁
護
士
」
宅
）
も
川
目
と
同
様
に
明

治
法
律
学
校
々
友
で
あ
る
と
と
も
に
同
校
の
仙
台
地
方
入
学
試
験

を
担
っ
で
い
た
（
史
料
㎜
）
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
三
島
の
母
校
・
明
治
法
律
学
校
で
は

『
明
治
法
学
』
第
一
四
号
（
明
治
三
三
年
一
一
月
一
五
日
発
行
）

に
「
東
北
法
律
学
校
の
創
立
」
と
題
し
て
同
校
を
紹
介
し
た
（
史

料
晒
）
。
ま
た
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
、
校
主
三
島
は
上
京
し
、

明
治
法
律
学
校
長
岸
本
辰
雄
ら
を
訪
問
し
、
書
籍
の
寄
贈
を
受
け

る
と
と
も
に
特
約
校
の
指
定
を
う
け
て
い
る
（
史
料
㎜
）
。
三
島

学
園
年
史
『
三
島
学
園
創
立
六
十
年
史
』
に
も
そ
う
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
（
史
料
川
）
。

　
以
後
、
三
島
は
大
正
一
一
年
、
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
が
新

設
さ
れ
る
ま
で
東
北
法
律
学
校
を
経
営
し
た
。
そ
の
後
は
妻
よ
し

が
担
っ
て
き
た
同
校
内
の
東
北
女
子
職
業
学
校
（
明
治
三
六
年
一

〇
月
一
日
設
立
）
の
経
営
に
専
心
す
る
と
と
も
に
仙
台
市
会
議
員

と
し
て
活
動
す
る
。

　
彼
は
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）
一
月
三
日
に
没
し
た
が
、
そ

の
遺
徳
は
三
島
学
園
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

三
島
駒
治
の
校
友
会
活
動

　
三
島
駒
治
は
帰
郷
後
ま
も
な
い
明
治
三
三
年
九
月
二
二
日
、
仙

台
市
公
園
地
の
描
翠
館
で
開
か
れ
た
明
治
法
律
学
校
の
宮
城
支
部

総
会
に
出
席
し
た
。
そ
こ
に
は
や
が
て
自
校
の
校
長
に
招
聰
す
る

川
目
亨
一
（
前
出
）
、
あ
る
い
は
弁
護
士
で
衆
議
院
議
員
の
岩
崎

惣
十
郎
ら
も
出
席
し
て
い
た
（
史
料
矯
）
。

　
同
支
部
は
翌
三
四
年
七
月
六
日
午
後
一
時
、
仙
台
市
内
の
五
城
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倶
楽
部
に
て
明
治
法
律
学
校
創
立
二
〇
年
式
を
挙
行
し
た
。
当
日

の
参
加
者
は
二
五
四
名
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
の
式
典
は
午
後
三
時
よ

り
法
律
講
話
会
と
な
っ
た
が
、
そ
の
一
番
手
と
し
て
三
島
駒
治
は

登
壇
し
、
「
法
律
の
普
及
」
と
題
し
演
説
を
し
た
。
同
会
は
午
後
六

時
半
に
散
会
し
た
が
、
三
島
は
そ
の
後
の
懇
親
会
に
も
出
席
し
た

（
史
料
脚
）
。

　
な
お
、
そ
の
後
も
彼
は
折
に
触
れ
、
支
部
の
会
合
に
参
加
し
た
。

三
　
八
王
子
分
校

八
王
子
分
校

　
明
治
法
律
学
校
の
八
王
子
分
校
が
設
立
さ
れ
た
の
は
明
治
一
六

年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
所
は
八
王
子
町
横
山
町
の
妙
薬

寺
（
借
用
、
八
王
子
市
元
横
山
町
二
丁
目
に
現
存
）
で
あ
る
。
同

校
の
開
校
は
八
王
子
町
の
川
崎
有
則
ら
地
域
民
の
熱
望
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
依
頼
さ
れ
た
明
治
法
律
学
校
は
前
塾
監
齋
藤
孝
治

が
応
対
し
、
奔
走
し
た
。
結
局
、
こ
の
時
、
塾
監
依
田
鍾
次
郎
を
校

長
兼
教
頭
と
し
、
卒
業
生
小
野
崎
勇
平
を
講
師
と
し
て
派
遣
し
た
。

　
当
初
、
生
徒
は
一
〇
〇
名
集
ま
っ
た
。
校
舎
も
手
狭
と
な
り
、

近
く
の
横
山
町
三
丁
目
の
借
家
に
移
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
若
い
依

田
ら
は
講
義
録
を
片
手
に
奮
闘
し
た
。
し
か
し
、
の
ち
の
依
田
の

言
に
よ
れ
ば
講
義
内
容
を
そ
の
ま
ま
裁
判
所
へ
も
っ
て
い
き
、
役

立
て
よ
う
と
い
う
意
識
の
も
の
が
多
く
、
徐
々
に
生
徒
数
は
減
少

し
、
明
治
一
八
年
に
は
一
二
・
三
人
と
な
っ
た
。
し
か
た
な
く
依

田
は
自
分
が
借
り
て
い
る
家
で
講
義
を
続
け
た
。
だ
が
、
同
年
四

織
霧
灘

・L’VttWWt

　
、
撫

懸
．

圭
写真4　八王寺分校開校場所

　　　　　　妙薬寺

　　　　（1988年1月1旧）
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月
に
廃
校
と
な
っ
た
（
以
上
、
お
も
に
史
料
蹴
・
㎜
）
。

関
係
者

　
川
崎
有
則

　
こ
の
人
物
に
つ
い
て
、
後
に
刊
行
さ
れ
た
冊
子
（
例
え
ば
『
八

王
子
教
育
史
』
）
に
は
ま
ま
「
有
則
」
で
は
な
く
「
有
徳
」
と
あ
る

が
、
そ
の
訳
は
分
か
ら
な
い
。
当
時
の
『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』

に
は
「
有
則
」
と
あ
る
。
明
治
一
六
年
一
二
月
一
六
日
付
の
同
紙

に
よ
れ
ば
彼
は
立
憲
改
進
党
の
同
志
と
と
も
に
同
年
九
月
、
八
王

子
共
立
討
論
会
を
設
立
し
て
い
る
（
史
料
鰯
）
。
ま
た
、
同
一
七
年

五
月
三
一
日
付
の
同
紙
に
よ
れ
ば
、
彼
は
八
王
子
分
校
の
あ
る
横

山
町
の
南
仲
通
り
に
「
有
恒
社
」
を
設
立
し
、
代
言
紹
介
業
を
し

て
い
る
。
そ
の
代
言
人
の
メ
ン
。
バ
ー
に
依
田
鐘
次
郎
、
齋
藤
孝
治

あ
る
い
は
高
橋
安
爾
（
明
治
法
律
学
校
卒
業
生
）
の
名
が
み
え
る

（
史
料
矧
）
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
川
崎
は
自
由
民
権
運
動
の
盛
ん
な
多
摩
八

王
子
に
て
、
そ
の
方
面
で
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
立
場
は

改
進
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
代
言
関
係
を
職
業
と
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。

　
依
田
鈍
次
郎

　
『
校
友
名
簿
』
に
よ
れ
ば
依
田
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
七

月
、
篠
山
藩
の
士
族
の
家
に
生
ま
れ
た
。
東
京
府
内
で
小
学
校
教

員
を
し
た
の
ち
講
法
学
社
に
入
学
し
た
。
し
か
し
、
同
校
に
な
じ

め
ず
同
志
と
と
も
に
退
校
、
洋
行
帰
り
の
岸
本
辰
雄
・
宮
城
浩
蔵

に
法
律
学
校
の
設
立
を
願
っ
た
。
そ
う
し
て
創
設
さ
れ
た
学
校
が

明
治
法
律
学
校
で
あ
り
、
彼
は
卒
業
後
は
塾
監
等
を
つ
と
め
た
。

そ
し
て
、
前
記
し
た
よ
う
に
明
治
一
六
年
一
〇
月
、
八
王
子
分
校

の
校
長
を
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
史
料
㎜
・
膿
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
治
法
律
学
校
の
齋
藤
孝
治
は
な
ぜ
彼
を
強
く
推

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
明
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
両
者

と
も
改
進
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
同
志
で
あ
る
。
ま
た
明
治
法
律

学
校
に
分
校
設
立
を
依
頼
し
た
中
心
人
物
の
川
崎
も
そ
う
で
あ
っ

た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
依
田
は
廃
校
後
、
教
え
子
ら
の
協
力
も

あ
り
当
地
で
弁
護
士
業
を
開
設
し
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
り
、
あ

る
い
は
八
王
子
町
の
町
政
等
の
政
治
に
関
与
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
彼
は
判
事
や
知
事
を
歴
任
し
、
さ
ら
に
母
校
の
役
員

を
つ
と
め
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
九
月
二
八
日
に
没
し
た
。
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小
野
崎
勇
平

　
『
校
友
名
簿
』
に
よ
れ
ば
小
野
崎
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

五
月
、
岩
手
県
稗
貫
〈
ヒ
エ
ヌ
キ
〉
郡
上
似
内
〈
カ
ミ
ニ
タ
ナ

イ
〉
村
（
現
在
の
花
巻
市
上
似
内
）
の
平
民
の
子
と
し
て
生
ま
れ

た
。
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
一
〇
月
に
明
治
法
律
学
校
を
卒

業
し
、
同
一
六
年
四
月
か
ら
九
月
の
間
、
母
校
の
部
長
を
担
当
し

た
。
そ
し
て
翌
月
、
入
王
子
分
校
の
講
師
と
し
て
赴
任
し
た
わ
け

で
あ
る
。
同
校
廃
校
後
の
こ
と
は
定
か
で
は
な
い
が
、
『
明
法
雑

誌
』
第
三
六
号
（
明
治
二
〇
年
五
月
二
〇
日
発
行
）
に
同
月
一
九

日
付
で
、
い
ま
ま
で
東
京
府
下
葵
阪
警
官
練
習
所
に
在
学
し
て
い

た
が
、
今
般
岩
手
県
警
本
部
に
着
任
す
る
旨
を
広
告
し
て
い
る
。

以
降
は
岩
手
県
内
警
察
署
に
勤
務
し
た
よ
う
で
あ
り
、
例
え
ば
明

治
二
七
年
一
二
月
の
『
校
友
名
簿
』
で
は
職
業
欄
は
水
沢
警
察
署

警
部
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
三
二
年
か
ら
三
五
年
に
は
岩
手

県
気
仙
郡
気
仙
町
（
現
在
の
陸
前
高
田
市
気
仙
町
）
に
住
み
、
郡

長
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
法
律
学
校
関
係
者
が
岩
手
県
へ
出

張
を
し
た
折
り
に
は
盛
岡
等
で
世
話
を
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
明
治
三
六
年
か
ら
四
五
年
（
「
九
「
二
）
に
は
東
京

府
本
郷
区
元
町
ニ
ー
六
一
（
現
在
の
文
京
区
本
郷
一
丁
目
）
等
に

住
ん
で
い
る
。
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
没
し
た
。

四
　
千
葉
町
法
律
研
究
所

千
葉
町
法
律
研
究
所
・
時
田
治
郎
蔵
・
『
研
法
雑
誌
』

　
千
葉
町
法
律
研
究
所
の
実
態
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

明
治
二
六
年
八
月
一
〇
日
発
行
『
随
聞
随
筆
　
総
房
人
物
論
誌
』

（
博
聞
館
）
第
一
号
の
「
時
田
治
郎
蔵
氏
」
欄
（
史
料
㎜
）
に
よ

れ
ば
同
氏
は
東
京
よ
り
帰
郷
の
後
、
千
葉
町
法
律
研
究
所
に
招
聰

さ
れ
、
講
師
と
な
っ
た
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
千
葉
県
千
葉

郡
千
葉
町
（
現
在
の
千
葉
市
）
に
あ
っ
た
法
律
学
校
と
い
う
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
そ
こ
で
ま
ず
は
、
そ
の
時
田
治
郎
蔵
と
い
う
人
物
を
追
っ
て
み

る
。
明
治
法
律
学
校
『
校
友
名
簿
』
に
よ
れ
ば
彼
は
万
延
元
年
六

月
、
千
葉
町
の
平
民
の
子
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
さ
き
の
史
料

㎜
に
再
び
戻
る
。
明
治
一
六
年
一
月
に
元
農
商
務
省
役
人
が
彼
の

家
に
寓
居
し
た
こ
と
が
縁
と
な
り
、
東
京
府
内
に
住
み
、
明
治
法

律
学
校
に
学
ん
だ
。
そ
し
て
同
「
八
年
「
二
月
に
卒
業
し
、
帰
郷

し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
家
業
の
旅
館
（
現
在
の
市
内
大
和
橋
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の
所
）
を
継
ぐ
傍
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
千
葉
町
法
律
研
究
所
講

師
を
し
た
。

　
ま
た
、
同
志
と
『
研
法
雑
誌
』
を
刊
行
し
た
。
そ
の
雑
誌
は
第

二
号
か
ら
第
一
〇
号
ま
で
現
存
す
る
。
そ
の
内
容
は
か
つ
て
『
明

治
大
学
百
年
史
』
第
三
巻
・
通
史
編
1
の
一
一
三
ペ
ー
ジ
に
「
『
研

法
雑
誌
』
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
「
覧
化
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
そ
の
第
二
号
は
明
治
二
↓
年
七
月
二
〇
日
、

研
法
社
よ
り
発
行
さ
れ
た
。
同
社
は
奥
付
に
よ
れ
ば
千
葉
町
一
一

一
三
番
地
（
現
在
の
千
葉
市
中
央
区
中
央
）
に
あ
り
、
発
行
人
兼

印
刷
人
は
沢
田
正
親
、
編
輯
人
は
時
田
治
郎
蔵
と
あ
る
。
同
誌
の

「
例
言
」
に
よ
れ
ば
法
律
行
政
経
済
の
学
術
を
研
究
す
る
た
め
で

あ
り
、
論
説
・
講
義
・
雑
録
等
を
盛
り
込
む
と
し
て
い
る
（
史
料

踊
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
同
社
・
同
誌
は
千
葉
町
法
律
研
究
所
と
近

い
関
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
第
二
号
の
論
説
は
前
号
の
続
き
と
し
て
宮
城
浩
蔵
の

論
文
「
人
ヲ
殺
サ
ン
ト
シ
テ
己
二
其
事
二
着
手
ス
ト
雛
モ
自
ラ
其

所
為
ヲ
止
メ
テ
遂
ケ
サ
ル
者
ノ
処
分
方
法
ヲ
論
ス
」
を
掲
載
し
て

い
る
。
ま
た
後
の
ペ
ー
ジ
に
は
「
特
別
寄
書
家
」
と
し
て
宮
城
の

ほ
か
に
岸
本
辰
雄
・
矢
代
操
・
磯
部
四
郎
と
実
に
五
名
中
四
名
、

明
治
法
律
学
校
教
員
を
連
ね
て
い
る
（
史
料
晒
）
。
」
ま
た
、
第
四
号

（
明
治
二
一
年
九
月
二
〇
日
発
行
）
に
は
明
治
法
律
学
校
々
誌

『
明
法
雑
誌
』
第
六
七
号
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

第
一
〇
号
（
同
二
二
年
三
月
二
七
日
発
行
）
に
は
「
校
友
時
田
治

郎
蔵
」
の
名
で
明
治
法
律
学
校
の
広
告
を
大
々
的
に
掲
げ
て
い
る
。

ま
た
一
方
、
明
治
法
律
学
校
々
誌
『
法
政
誌
叢
』
第
一
↓
三
号

（
同
二
一
二
年
八
月
一
〇
日
発
行
）
は
そ
の
『
研
法
雑
誌
』
第
二
四

号
の
広
告
を
出
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
前
出
史
料
踊
に
よ
れ
ば
同
誌
（
研
法
社
）
は
憲
法
や
民

法
等
の
釈
義
・
講
義
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
講
演
会
・
研
究
会
に

講
師
を
派
遣
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
千
葉
町
法

律
研
究
所
と
『
研
法
雑
誌
』
（
研
法
社
）
は
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
時
田
は
上
京
に
際
し
て
紹
介
状
を
持
っ
て
鳩
山
和
夫

を
訪
ね
た
と
い
う
。
鳩
山
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
一
郎
（
の
ち
の

日
本
民
主
党
総
裁
、
首
相
）
の
父
で
あ
り
、
当
時
、
外
務
省
の
要

職
に
あ
り
、
の
ち
に
衆
議
院
議
員
等
を
つ
と
め
る
人
物
で
あ
る
。

そ
し
て
、
鳩
山
和
夫
の
よ
っ
て
た
つ
考
え
は
東
京
専
門
学
校
や
早

稲
田
大
学
の
総
長
等
の
経
歴
か
ら
分
か
る
よ
う
に
改
進
主
義
で
あ
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っ
た
。
こ
の
研
法
社
を
創
立
し
た
沢
田
正
親
も
改
進
党
々
員
で
あ

り
、
党
勢
拡
大
に
尽
力
し
、
地
方
委
員
に
抜
擢
さ
れ
て
い
る
。
彼

は
明
治
一
八
年
千
葉
町
に
来
た
の
で
あ
る
が
、
祖
が
同
じ
忍
藩
士

と
い
う
こ
と
で
、
時
田
と
親
し
い
関
係
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
同
社
・
同
誌
の
有
力
メ
ン
。
バ
ー
に
宇
佐
美
佑
申
が
い

た
。
彼
は
静
岡
師
範
学
校
在
学
中
、
校
内
誌
を
主
宰
し
た
経
験
が

あ
っ
た
。
千
葉
町
で
は
代
言
人
を
し
つ
つ
も
、
そ
の
傍
ら
立
憲
改

進
党
々
員
（
と
く
に
地
方
部
の
役
員
）
と
し
て
活
動
し
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
研
法
社
は
改
進
党
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、

い
う
な
れ
ば
千
葉
町
法
律
研
究
所
も
そ
う
し
た
関
連
の
学
校
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
速
断
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
が
、

同
社
は
政
党
、
そ
の
た
め
の
雑
誌
刊
行
と
い
う
色
彩
が
、
学
校
経

営
の
そ
れ
よ
り
強
い
。

　
そ
の
後
、
時
田
家
は
火
災
に
遭
い
つ
つ
も
新
築
し
た
。
だ
が
、

治
郎
蔵
は
千
葉
町
を
離
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
明
治
二
八
年
（
一
八

九
五
）
一
二
月
の
『
校
友
名
簿
』
か
ら
住
所
は
コ
ニ
重
県
鈴
鹿
郡

亀
山
停
車
場
前
」
と
あ
り
、
大
正
＝
年
一
二
月
五
日
の
そ
れ
に

は
「
三
重
県
鳥
羽
町
錦
町
」
と
あ
る
（
い
ず
れ
も
職
業
は
不
記

載
）
。
ま
た
子
孫
の
時
田
知
恵
氏
（
現
、
千
葉
市
旭
町
在
住
）
に
よ

れ
ば
「
治
郎
蔵
は
司
法
試
験
を
う
け
た
が
、
果
た
せ
ず
鉄
道
員
と

な
り
、
鳥
羽
で
死
ん
だ
」
（
一
九
九
一
年
二
月
七
日
談
）
と
い
う
。

江
波
戸
左
内

　
さ
き
の
『
研
法
雑
誌
』
に
江
波
戸
左
内
と
い
う
人
名
が
散
見
で

き
る
。
例
え
ば
第
一
一
号
（
明
治
二
二
年
四
月
二
七
日
発
行
）
の

投
書
欄
に
は
「
教
唆
者
ヲ
シ
テ
正
犯
ト
同
一
ノ
責
ヲ
負
ハ
シ
ム
ル

ニ
必
要
ナ
ル
条
件
ヲ
論
ス
」
、
第
一
四
号
（
同
年
七
月
二
七
日
発

行
）
の
同
欄
に
は
「
法
律
論
」
、
第
二
三
号
（
同
二
一
二
年
四
月
二
七

日
発
行
）
の
そ
こ
に
は
「
法
典
発
布
ノ
理
由
」
と
い
っ
た
論
文
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
（
　
1
4
ρ
h
U
7
史
料
　
7
●
7
●
7
●
7
　
2
2
9
白
2
）
。
彼
は
千
葉
毎
日

新
聞
社
編
『
房
総
人
名
辞
書
』
（
史
料
㎜
）
、
明
治
法
律
学
校
「
生

徒
一
覧
表
」
、
『
校
友
名
簿
』
あ
る
い
は
子
孫
・
令
氏
（
現
、
千
葉

県
八
日
市
場
市
下
寺
在
住
）
か
ら
の
聞
き
取
り
等
に
よ
れ
ば
、
文

久
三
年
二
月
｝
八
日
、
千
葉
県
匝
瑳
〈
ソ
ウ
サ
〉
郡
田
久
保
村

（
現
在
の
八
日
市
場
市
田
久
保
）
の
平
民
の
家
に
生
ま
れ
た
。
そ

の
後
、
上
京
し
、
明
治
一
八
年
六
月
一
日
、
明
治
法
律
学
校
に
入

学
し
、
同
二
｝
年
六
月
に
卒
業
し
た
。
在
学
中
、
二
年
次
に
は

『
明
法
雑
誌
』
第
四
三
号
（
明
治
二
〇
年
九
月
五
日
発
行
）
に
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「
代
位
弁
済
ノ
性
質
及
ヒ
其
効
ヲ
詳
説
ス
ベ
シ
」
と
い
う
一
文
が

掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
卒
業
後
、
し
ば
ら
く
の
間
は
東
京
府
内
に
居
住
し
て
い
た
。

『
校
友
名
簿
』
に
よ
り
そ
の
こ
ろ
の
住
所
を
た
ど
っ
て
み
る
。
明

治
二
一
年
一
二
月
に
は
「
東
京
府
芝
区
三
田
四
国
町
二
番
地
」
と

あ
る
。
こ
こ
は
コ
房
総
倶
楽
部
」
と
い
う
団
体
が
置
か
れ
て
い
た

所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
江
波
戸
は
同
倶
楽
部
に
お
い
て
、
政
治
行

政
法
律
経
済
等
の
学
術
雑
誌
『
房
総
雑
誌
』
の
編
集
に
当
た
っ
て

い
た
（
史
料
隔
）
。
同
二
一
二
年
一
二
月
の
も
の
に
は
「
日
本
橋
区
浜

　
（
マ
マ
）

町
三
町
目
一
番
地
池
田
栄
亮
方
」
と
あ
る
。
池
田
は
千
葉
県
政
界

の
重
鎮
で
あ
り
、
そ
の
よ
っ
て
た
つ
と
こ
ろ
は
改
進
党
系
の
「
房

総
派
」
で
あ
る
。
ま
た
、
財
界
に
お
い
て
も
千
葉
銀
行
の
創
立
に

関
わ
る
な
ど
実
力
老
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
千
葉
県
、
千
葉
町
法
律
研
究
所
、
『
房
総
雑

誌
』
、
『
研
法
雑
誌
』
、
研
法
社
、
改
進
党
と
い
っ
た
も
の
が
「
つ
の

論
の
よ
う
に
見
え
て
き
た
。

　
そ
の
後
、
江
波
戸
は
明
治
二
五
～
二
六
年
こ
ろ
、
郷
里
の
田
久

保
に
帰
り
、
同
二
八
年
こ
ろ
に
は
近
く
の
八
日
市
場
に
住
み
、
匝

瑳
銀
行
監
査
役
を
し
た
り
、
郡
会
議
員
・
県
会
議
員
に
当
選
し
た

り
、
あ
る
い
は
匝
瑳
共
益
合
資
会
社
々
長
に
就
任
し
た
。
没
し
た

の
は
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
五
月
三
一
日
で
あ
り
、
八
日
市

場
市
内
福
善
寺
墓
地
に
眠
っ
て
い
る
。

五
　
浅
草
法
律
学
校

浅
草
法
律
学
校

　
明
治
一
入
年
一
一
月
一
〇
日
発
行
の
『
明
法
雑
誌
』
第
一
〇
号

は
「
明
法
学
館
創
設
」
と
い
う
見
出
し
で
法
律
学
校
の
設
立
を
伝

え
て
い
る
。
同
校
は
明
治
法
律
学
校
講
師
の
熊
野
敏
三
・
井
上
操
、

卒
業
生
の
谷
山
直
太
郎
・
五
味
武
策
ら
に
よ
る
。
そ
の
目
的
・
方

法
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
工
夫
し
、
午
後
六
時
よ
り
一
時
間
、
満
一

年
間
で
勤
労
者
に
法
律
学
を
教
授
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

場
所
は
東
京
府
浅
草
区
須
賀
町
で
あ
る
。
開
校
は
二
〇
日
こ
ろ
と

い
う
（
史
料
矧
）
。

　
結
局
、
明
法
学
館
と
い
う
法
律
学
校
は
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
同
誌
の
次
号
（
史
料
㎜
、
一
二
月
一
〇
日
発
行
）
は

「
浅
草
法
律
学
校
開
校
」
を
報
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
校

名
は
浅
草
法
律
学
校
と
改
称
、
幹
事
は
谷
山
直
太
郎
、
場
所
は
浅
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草
区
下
平
右
衛
門
二
番
地
と
い
う
。
若
干
の
変
更
は
あ
っ
た
も
の

の
、
明
法
学
館
は
無
事
、
開
校
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
史
料
鯉
・

「
私
立
浅
草
法
律
学
校
設
置
願
」
に
は
修
業
年
限
は
満
一
年
、
授

業
時
間
は
午
後
六
時
半
か
ら
七
時
半
、
入
学
生
徒
は
仮
名
交
じ
り

文
が
読
め
る
満
＝
ハ
歳
以
上
の
男
子
と
し
、
そ
の
定
員
は
一
〇
〇

写真5　浅草法律学校開校地

　　　　　　台東区柳橋

　　　　（1997年8月22日）

名
、
授
業
料
は
一
ケ
月
四
〇
銭
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
開
校
場
所

は
篠
塚
小
学
校
仮
用
と
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
願
い
は
当
局
に
聞
き

届
け
ら
れ
た
（
史
料
謝
）
。
な
お
、
こ
の
小
学
校
は
大
正
元
年
の
区

内
地
図
に
は
地
番
は
「
二
番
地
」
で
は
な
く
「
三
番
地
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
確
実
に
存
在
す
る
（
史
料
捌
）
。
し
か
し
、
こ
の
地
域

は
関
東
大
震
災
で
壊
滅
し
、
現
在
で
は
景
観
も
大
き
く
変
わ
り
、

同
小
学
校
跡
に
は
ネ
ク
タ
イ
会
社
が
建
設
さ
れ
、
住
居
表
示
も

「
台
東
区
柳
橋
一
丁
目
⊥
ハ
番
地
二
号
」
と
な
っ
て
い
る
。
前
出
史

料
鯉
に
よ
れ
ば
生
徒
定
員
は
【
○
○
名
、
史
料
㎜
に
よ
れ
ぽ
生
徒

実
数
は
五
〇
余
名
と
い
う
。
ま
た
、
中
心
と
な
っ
た
谷
山
の
一
代

記
『
谷
山
国
信
翁
と
蔵
輝
庵
』
に
よ
れ
ば
警
察
官
と
憲
兵
に
は
就

学
上
、
隔
日
登
校
可
能
の
措
置
を
と
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
同
書
に
は
明
治
法
律
学
校
か
ら
さ
き
の
熊
野
・
井
上
・

五
味
ら
が
講
師
と
し
て
協
力
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

数
ケ
月
後
に
は
閉
校
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

谷
山
直
太
郎
（
国
信
）

　
『
校
友
名
簿
』
に
よ
れ
ば
谷
山
は
万
延
元
年
三
月
三
日
、
鹿
児

島
城
下
の
士
族
の
家
に
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
七
歳
の
時
、
父
の
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半
助
（
後
の
国
郷
）
が
亡
く
な
り
、
以
後
、
伯
父
の
平
瀬
武
彦
邸

に
移
り
、
母
の
手
で
育
て
ら
れ
た
。
一
八
歳
の
時
、
薩
軍
少
年
隊

士
と
し
て
出
動
し
た
。
そ
の
西
南
戦
争
で
は
あ
え
な
く
官
軍
の
捕

虜
と
な
っ
た
が
、
年
少
ゆ
え
、
敵
軍
の
恩
情
に
よ
り
斬
殺
を
免
れ

た
。
そ
の
後
は
長
崎
・
東
京
・
埼
玉
と
遍
歴
し
、
北
海
道
に
た
ど

り
着
き
同
地
の
巡
査
と
な
っ
た
。
こ
の
間
、
倹
約
を
し
、
貯
蓄
に

つ
と
め
た
。

　
彼
が
上
京
し
、
法
律
学
校
に
入
学
し
よ
う
と
思
っ
た
の
は
小
樽

警
察
署
在
勤
中
、
同
署
備
え
付
け
の
御
雇
い
外
国
人
テ
ッ
ペ
ウ
の

法
律
書
『
治
外
法
権
論
』
を
読
ん
だ
た
め
で
あ
る
。
上
京
後
、
明

治
一
五
年
一
月
、
明
治
法
律
学
校
に
入
学
し
、
特
別
進
級
に
よ
り

一
八
年
四
月
に
優
等
で
卒
業
し
た
（
以
上
は
お
も
に
史
料
鵬
）
。

卒
業
後
、
母
校
の
塾
監
（
明
治
一
九
年
五
月
～
二
〇
年
五
月
）
と

な
り
、
学
生
に
指
導
に
当
っ
た
り
、
飛
鳥
山
の
運
動
会
開
催
に
奔

走
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
明
法
雑
誌
』
第
二
二
号
（
明
治
一
九
年
一

〇
月
二
〇
日
発
行
）
に
は
「
告
訴
外
犯
罪
処
分
」
と
い
う
一
文
が

掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
一
方
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
身
分
・
職
種
で
あ
っ
た
の
か
は
定
か

で
は
な
い
が
、
卒
業
後
、
警
視
庁
に
も
勤
務
を
し
て
い
た
。
そ
の

谷
山
が
浅
草
法
律
学
校
を
開
校
し
た
の
は
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ

る
。
同
校
が
勤
労
者
、
と
く
に
巡
査
や
憲
兵
を
厚
遇
し
た
こ
と
、

そ
の
た
め
母
校
明
治
法
律
学
校
と
は
異
な
る
夜
間
制
や
隔
日
就
学

可
能
の
シ
ス
テ
ム
を
っ
た
こ
と
等
は
自
ら
の
経
験
や
経
歴
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
後
、
彼
は
明
治
二
〇
年
に
判
事
登
用
試
験
に
合
格
し
、
各

裁
判
所
判
事
・
各
鎮
守
府
法
務
長
を
歴
任
し
、
退
官
後
は
弁
護
士

と
な
っ
た
。

　
な
お
、
浅
草
法
律
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
熊
野
敏
三
は
司
法
省

・
文
部
省
等
の
雇
の
傍
ら
明
治
一
六
年
｝
○
月
よ
り
明
治
法
律
学

校
の
教
壇
に
立
っ
て
い
た
。
そ
し
て
同
二
五
年
に
は
同
校
教
頭
に

就
任
し
た
。
ま
た
井
上
操
も
文
部
省
雇
の
傍
ら
同
じ
く
↓
六
年
一

〇
月
よ
り
明
治
法
律
学
校
で
授
業
を
し
、
後
に
は
大
阪
控
訴
院
部

長
や
弁
護
士
と
な
る
。
友
人
で
も
あ
っ
た
五
味
（
後
に
百
瀬
）
は

明
治
↓
五
年
一
〇
月
、
明
治
法
律
学
校
を
卒
業
し
、
こ
の
時
は
母

校
の
塾
監
を
し
て
い
た
。
後
に
判
事
と
な
る
。

一27一



六
　
法
学
予
備
校

　
法
学
予
備
校

　
明
治
二
一
年
＝
月
二
〇
日
発
行
の
『
明
法
雑
誌
』
第
七
三
号

の
雑
報
欄
に
は
「
法
学
予
備
校
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
が
あ
る

（
史
料
餅
）
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
五
大
法
律
学
校
は
文
部
省
の
特
別

認
可
学
校
と
な
っ
た
た
め
、
入
学
試
験
を
要
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
そ
れ
に
伴
う
学
校
が
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
特
別
認
可
学
校
と
は
文
部
省
が
文
官
登
用
試
験
の

特
権
を
与
え
た
私
立
学
校
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
私
立
学
校
生
に

上
級
官
吏
へ
の
道
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
各
校
は

文
部
省
・
帝
国
大
学
の
管
理
・
監
督
に
服
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
規
則
に
よ
れ
ば
特
別
認
可
校
に
入
学
す
る
に
は
尋
常

中
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
も
し
く
は
国
語
等
六
科
目
に
つ
い
て
同

程
度
の
試
験
に
合
格
し
た
者
と
さ
れ
て
た
の
で
あ
る
（
史
料
獅
）
。

い
う
な
れ
ば
同
校
は
認
可
校
へ
入
学
す
る
た
め
の
受
験
準
備
校
で

あ
る
。

　
史
料
鰯
は
そ
の
生
徒
募
集
の
広
告
で
あ
る
。
ま
た
史
料
㎜
は
学

則
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
同
校
は
東
京
府
神
田
区
北
神
保
町

に
あ
っ
た
。
ま
た
校
長
は
「
平
松
福
三
郎
」
と
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
明
法
雑
誌
』
第
七
四
号
（
明
治
二
一
年
一
二
月
二

〇
日
発
行
）
に
よ
れ
ば
発
起
老
は
平
松
福
三
郎
と
あ
る
が
、
同
校

の
校
名
は
「
法
学
予
備
科
」
と
な
っ
て
い
る
（
史
料
圏
）
。
し
か
も

そ
の
段
階
で
、
そ
れ
ま
で
は
一
応
、
五
大
法
律
学
校
へ
の
進
学
を

目
的
と
し
て
い
た
こ
の
学
校
は
明
治
法
律
学
校
へ
の
そ
れ
へ
と
変

わ
っ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
は
史
料
㎜
の
表
題
「
特
別
認
可
私
立
明

治
法
律
学
校
予
備
科
設
置
願
」
か
ら
、
さ
ら
に
そ
の
校
則
第
一
条

目
の
「
本
科
ハ
本
校
ノ
認
可
生
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
者
二
対

シ
」
と
い
う
文
言
か
ら
も
分
か
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
校
名
は
明
治
二
二
年
五
月
、
「
明
治
普
通
学
校
」

と
改
称
さ
れ
る
。

　
こ
の
学
校
は
私
立
学
校
へ
の
統
制
と
帝
国
大
学
の
強
化
と
い
う

政
府
・
文
部
省
の
政
策
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
と
い
う
側
面
が
あ
る

こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
ま
た
当
時
の
普
通
学
重
視
に
対
し

て
学
校
関
係
者
が
応
じ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
未

熟
な
が
ら
も
各
私
立
学
校
（
少
な
く
と
も
明
治
法
律
学
校
）
に
予

科
誕
生
の
道
を
広
げ
た
の
で
あ
る
。
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平
松
福
三
郎

　
前
出
の
平
松
福
三
郎
に
い
さ
さ
か
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

『
校
友
名
簿
』
に
よ
れ
ば
平
松
は
安
政
五
年
三
月
、
三
重
県
士
族

の
家
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
後
、
明
治
法
律
学
校
に
入
学
し
、
明
治

一
五
年
｝
○
月
に
卒
業
し
た
。
そ
の
間
、
同
年
一
月
か
ら
一
一
月

ま
で
母
校
の
部
長
と
し
て
一
般
学
生
ら
の
指
導
に
当
た
っ
た
。
そ

れ
か
ら
ま
も
な
く
代
言
人
・
弁
護
士
と
な
っ
た
。
彼
は
そ
う
し
た

職
務
の
傍
ら
母
校
の
校
友
会
に
お
い
て
規
則
起
草
委
員
や
質
問
取

調
委
員
、
さ
ら
に
常
議
員
を
つ
と
め
て
い
る
（
史
料
論
・
蹴
）
。

　
ま
た
校
誌
『
明
法
雑
誌
』
の
第
一
七
号
（
明
治
一
九
年
七
月
一

〇
日
発
行
）
か
ら
は
そ
の
持
主
と
な
り
、
第
六
三
号
（
同
二
一
年

七
月
五
日
発
行
）
か
ら
は
発
行
人
兼
印
刷
人
と
し
て
経
営
・
編
集

に
尽
力
し
て
い
る
。
さ
ら
に
五
大
法
律
学
校
討
論
会
で
は
母
校
を

代
表
し
て
弁
舌
し
た
り
、
ま
た
同
会
会
員
の
獲
得
に
奔
走
し
て
い

る
。
史
料
鵬
は
明
治
法
律
学
校
系
の
明
法
社
の
広
告
で
あ
る
が
、

彼
は
同
校
出
身
の
代
言
人
と
し
て
同
社
の
業
務
に
協
力
し
て
い
る
。

　
な
お
、
平
松
の
関
係
史
料
を
追
っ
て
い
く
と
丸
山
名
政
、
宇
川

盛
三
郎
、
井
本
常
治
、
美
濃
部
貞
亮
、
齋
藤
孝
治
ら
の
名
が
頻
出

す
る
。
彼
ら
と
は
明
治
法
律
学
校
々
友
あ
る
い
は
法
曹
関
係
者
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
改
進
主
義
と
い
う
共
通
項
も
も
っ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
彼
は
常
に
明
治
法
律
学
校
に
協
力
を
し
た
校

友
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
も
明
治
一
九
年
一
二
月
｝

一
日
、
同
校
新
築
移
転
式
に
お
い
て
校
友
総
代
と
し
て
祝
詞
を
読

み
上
げ
た
こ
と
は
本
望
を
と
げ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
（
史
料
縄
）
。

お
わ
り
に

　
そ
れ
に
し
て
も
明
治
期
、
明
治
法
律
学
校
々
友
の
気
概
と
行
動

力
を
改
め
て
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
た
し
か
に
彼
ら
が
設
立
し
た

学
校
は
そ
れ
ぞ
れ
経
緯
、
目
的
、
組
織
あ
る
い
は
形
態
等
、
全
く

同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
新
潟
法
律
学
校
の
場
合
は
政
治
的
立
場
は
必
ず
し
も
同
一
で
は

な
い
も
の
の
新
潟
校
友
同
志
（
長
野
昌
秀
、
桑
田
房
吉
、
石
高
俊

三
ら
）
が
連
携
し
て
学
校
を
設
立
し
た
。
し
か
も
創
設
す
る
ま
で

に
は
学
習
会
等
で
一
定
の
実
績
を
積
ん
だ
。
そ
し
て
、
同
会
・
同

校
か
ら
長
岡
・
高
田
へ
と
法
律
・
教
育
等
の
輪
を
広
げ
て
い
っ
た
。

　
東
北
法
律
学
校
は
生
地
と
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
街
・
仙
台
に
帰
っ

一29一



た
校
友
の
三
島
駒
治
が
妻
と
共
に
設
立
し
た
。
彼
は
在
京
中
の
修

学
と
就
職
の
経
験
を
十
分
に
生
か
し
て
設
立
・
経
営
に
当
た
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
母
校
の
み
な
ら
ず
在
地
校
友
ら
の
力
を
借
り

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
自
ら
も
校
友
会
支
部
活
動
に
関
わ
っ
た
。

　
八
王
子
分
校
は
同
地
有
志
の
求
め
に
よ
る
。
依
頼
を
う
け
た
明

治
法
律
学
校
は
校
長
ら
教
員
を
派
遣
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
地
域

で
学
校
づ
く
り
か
ら
始
め
た
。
ま
た
こ
の
地
域
は
民
権
運
動
の
盛

ん
な
所
で
あ
り
、
し
だ
い
に
法
曹
関
係
以
外
に
地
域
の
政
治
運
動

に
も
没
頭
し
て
い
っ
た
。

　
八
王
子
と
は
逆
方
向
で
あ
る
千
葉
町
で
は
千
葉
町
法
律
研
究
所

と
い
う
法
律
学
校
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
学
校
の
中
心
の
一
人
で

あ
っ
た
の
が
時
田
治
郎
蔵
で
あ
る
。
同
校
は
政
治
運
動
と
学
校
経

営
と
出
版
活
動
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ

に
明
治
法
律
学
校
と
千
葉
県
人
と
い
う
要
素
が
リ
ン
ク
し
よ
う
と

い
う
部
分
も
あ
っ
た
。

　
東
京
府
内
に
は
浅
草
区
内
に
浅
草
法
律
学
校
と
、
神
田
区
内
に

法
学
予
備
校
が
設
立
さ
れ
た
。
前
者
は
校
友
の
谷
山
直
太
郎
に
よ

り
設
立
さ
れ
た
。
同
校
は
、
夜
間
制
の
簡
易
学
校
で
あ
り
、
ま
た

母
校
と
は
違
っ
た
目
的
や
シ
ス
テ
ム
等
で
あ
っ
た
。
と
く
に
法
律

と
は
無
縁
で
は
な
い
警
察
官
や
憲
兵
に
就
学
を
配
慮
し
て
い
た
。

　
後
者
は
校
友
平
松
福
太
郎
ら
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
五
大
法
律

学
校
受
験
の
た
め
の
予
備
校
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
受
験
目

的
だ
け
の
学
校
で
は
な
く
、
普
通
学
を
教
授
す
る
予
科
的
な
性
格

を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
目
的
・
性
格
は
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
し
て

い
っ
た
。

　
以
上
の
学
校
の
よ
う
す
か
ら
以
下
の
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、

第
「
に
自
ら
母
校
で
学
び
と
っ
た
も
の
を
地
方
や
地
域
で
教
え
育

く
み
広
め
よ
う
と
い
う
気
迫
が
十
分
に
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ

る
。
実
の
あ
る
こ
と
を
し
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
で
あ
る
。
第
二

に
そ
れ
を
地
方
・
地
域
に
い
る
校
友
と
手
を
組
ん
だ
り
、
協
力
し

あ
っ
て
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
単
な
る
親
睦
目

的
だ
け
の
つ
な
が
り
で
は
な
い
。
第
三
に
、
ま
た
母
校
の
明
治
法

律
学
校
に
時
に
は
協
力
・
援
助
を
願
っ
て
い
る
。
第
四
に
、
｝
方
、

明
治
法
律
学
校
の
方
で
も
積
極
的
に
支
援
を
し
た
（
ま
た
逆
に
協

力
依
頼
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
）
。
た
だ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
明

治
法
律
学
校
で
は
あ
く
ま
で
も
学
問
を
ベ
ー
ス
に
し
た
援
助
・
協

力
で
あ
り
、
強
制
を
し
た
り
、
隷
属
視
を
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
両
者
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
は
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太
く
、
水
は
時
に
は
右
に
、
時
に
は
左
に
と
流
れ
て
い
た
。
最
後

に
第
五
点
目
と
し
て
強
調
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
し
た
地
方
・
地

域
の
学
校
で
は
、
そ
の
地
域
の
中
で
、
地
域
の
人
々
の
た
め
、
生

活
の
必
要
に
応
じ
て
教
育
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
も
っ

と
も
時
に
は
あ
ま
り
に
も
安
直
す
ぎ
る
要
求
に
と
ま
ど
う
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
。

　
か
つ
て
、
山
県
県
天
童
の
小
学
校
教
師
柳
沢
重
固
が
田
舎
を
出

て
法
律
を
勉
強
す
る
な
ら
、
当
地
方
で
評
判
の
高
か
っ
た
明
治
法

律
学
校
へ
入
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
述
べ
た
（
『
法
曹
会
雑
誌
』
1
2

1
1
「
温
故
知
新
O
」
）
の
も
、
こ
う
し
た
地
方
・
地
域
校
友
の
教

育
・
啓
蒙
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
、
そ
れ
に
積
極
的
に
応
じ

た
明
治
法
律
学
校
の
認
識
と
体
制
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
冒
頭
に
約
し
た
大
学
史
の

「
深
ま
り
」
を
解
明
し
た
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
な
い
。
後
号
で

い
さ
さ
か
な
り
と
も
そ
の
責
を
果
た
す
よ
う
に
し
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
の
作
成
に
は
多
く
の
方
々
の
御
指
導
と
御
協
力
が

あ
っ
た
。
お
名
前
を
記
し
て
謝
意
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
新
潟
県
立
文
書
館
、
新
潟
県
立
図
書
館
、
新
潟
県
議
会
編
さ
ん

室
、
新
潟
県
弁
護
士
会
、
新
潟
市
史
編
さ
ん
室
、
新
潟
市
橋
本
晴

夫
氏
、
見
附
市
教
育
委
員
会
、
糸
魚
川
市
山
本
幸
俊
氏
、
宮
城
県

図
書
館
、
岩
手
県
江
刺
市
利
府
真
三
氏
、
同
三
島
信
逸
氏
、
同
県

大
東
町
加
藤
進
一
氏
、
千
葉
県
八
日
市
場
市
史
編
さ
ん
室
、
同
市

江
波
戸
令
氏
、
千
葉
市
史
編
さ
ん
室
、
同
市
時
田
知
恵
氏
、
中
央

大
学
大
学
史
編
纂
課
、
文
京
ふ
る
さ
と
歴
史
館
、
台
東
区
立
図
書

館
、
八
王
子
市
依
田
忠
定
氏
、
千
代
田
区
福
井
淳
氏
、
埼
玉
県
蕨

市
橋
本
直
子
氏

備
考
一
本
文
中
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
史
料
番
号
は
、
第
一
部
「
関
係
史
料
一

　
　
覧
」
お
よ
び
第
二
部
「
校
友
の
設
立
学
校
関
係
史
料
」
の
そ
れ
と

　
　
　
一
致
す
る
。

　　

@　
@　

@
y
晦
：
き
桑

渉
堕

　　

@　
@　

s
葛
鞍
驚
蛎
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関係史料一覧

　新潟法律学校

　越後青年の学習熱

1　法科大学以下各学校卒業者（明治30・12）　明治31・4・12　『九大法律学校大勢一覧』

2　現在生徒府県別表（明治35・7）　明治36・5・29　『明治法学』第56号

3　本校学生及卒業者人員府県別（明治14・1～36・7）　明治36・8・8　『明治法学』第59

　　号

　法律温習会

4　広告一法律温習会　明治16・1・7　『新潟新聞』

5　広告（暑中休会）　明治16・7・12　『新潟新聞』

6　法律温習会　明治17・1・20　『新潟新聞』

7　広告一告会員　明治17・1・27　『新潟新聞』

8　法律温習会　明治17・2・16　『新潟新聞』

9　広告一告会員　明治17・2・16　r新潟新聞』

10　広告一告会員　明治17・2・24　『新潟新聞』

11　法律温習会　明治17・3・1　『新潟新聞』

12　法律温習会　明治17・3・8　『新潟新聞』

13　広告一告会員　明治17・3・16　『新潟新聞』

14　問題　明治17・3・23　『新潟新聞』

15　広告一告会員　明治17・3・20　『新潟新聞』

16　広告一告会員　明治17・4・12　『新潟新聞』

17　法律温習会　明治17・5・3　『新潟新聞』

18　広告一告会員　明治17・5・31『新潟新聞』

19　広告（6月15日の討論題）　明治17・6・15　『新潟新聞』

20　広告一告会員　明治17・6・22　『新潟新聞』

21　法律温習会　明治17・6・28　『新潟新聞』

22　広告一告会員　明治17・7・6　『新潟新聞』
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広告一告会員　明治17・9・5　r新潟新聞』（7日付も）

法律温習会　明治17・9・12　『新潟新聞』

広告一告会員　明治17・9・18　『新潟新聞』

広告（9，月28日の討論題）　明治17・9・28　『新潟新聞』

広告一法律温習会　明治17・10・4　『新潟新聞』

広告（10月12日の討論題）　明治17・10・11　『新潟新聞』

法律温習会　明治17・10・19　『新潟新聞』

広告（10月26日の討論題）　『新潟新聞』

問題　明治17・11・9　『新潟新聞』

広告（11月16日の討論題）　明治17・11・14　『新潟新聞』

広告（11月30日の討論題）　明治17・11・29　『新潟新聞』（30日付も）

広告（2月28日の討論題）　明治18・2・7　『新潟新聞』

広告（2月15日の討論題）　明治18・2・14　r新潟新聞』（15日付も）

法律温習会の議決　明治18・2・18　『新潟新聞』

広告（2月21日の討論題）　明治18・2・20　『新潟新聞』（21日付も）

広告（3月1日の討論題）　明治18・2・28　『新潟新聞』

広告（3月21日の討論題）　明治18・3・18　r新潟新聞』

広告（3月29日の討論題）　明治18・3・27　r新潟新聞』

広告（4月5日の討論題）　明治18・4・5　『新潟新聞』

広告（4月19日の討論題）　明治18・4・18　『新潟新聞』

広告（5月3日の討論題）　明治18・5・2　『新潟新聞』

広告（5月10日の討論題）　明治18・5・10　『新潟新聞』

広告（5月17日の討論題）　明治18・5・16　r新潟新聞』

広告（6月14日の討論題）　明治18・6・14　『新潟新聞』

広告一法律温習会　明治18・10・21『新潟新聞』（30日付も）

法律温習会の支会　明治18・12・19　『新潟新聞』

法律温習会の支会　明治18・12・19　『絵入新潟新聞』

広告（1月31日の講習）　明治19・1・27　『新潟新聞』

広告（1月31日の講習）　明治19・1・27　r絵入新潟新聞』

法律温習会　明治19・3・31　『新潟新聞』
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広告（春期総会の役員選挙結果）　明治19・4・6　r新潟新聞』

広告（春期総会の役員選挙結果）　明治19・4・6　『絵入新潟新聞』

広告（暑中休会）　明治19・7・4　『新潟新聞』

広告（9月18日の総会）　明治19・9・15　r新潟新聞』

広告（講義案内、定期総会役員更選結果）　明治19・9・21　『新潟新聞』

広告（講義案内）　明治19・10・8　『新潟新聞』

広告（年内休会）　明治19・12・17　r新潟新聞』

広告（1月15日の会議）　明治20・1・15　『新潟新聞』

広告（5月22日の第一次総会）　明治20・5・21　『新潟新聞』

法律温習会総会　明治20・5・24　『新潟新聞』

広告（第一一次総会の役員更選結果）　明治20・5・26　『新潟新聞』

広告（秋季総会の役員更選結果、10月16日からの通常会）　明治20・10・11　『新潟

新聞』

広告（講師春日粛の送別会）　明治20・10・20　r新潟新聞』

広告（常議員補欠員選挙結果）　明治21・11・8　『新潟新聞』

　新潟法学協会

67　新潟法律協会　明治21・3・16　『新潟新聞』

68　広告（宣好同盟会講演）　明治21・5・4　r新潟新聞』

69　特別広告一新潟法学協会雑誌　明治21・5・23　r新潟新聞』（24～27日付も）

70　法学協会の祝宴　明治21・5・29　『新潟新聞』

71　広告（豊好同盟会、北越法律学会と改称）　明治21・6・2　『新潟新聞』

72　『新潟法学協会雑誌』第壱号　明治21・6・5（以下、毎月続巻）

73　新潟法学協会　明治21・6・10　『新潟新聞』

74　新潟法学協会雑誌　明治21・6・25　『北漠雑誌』第8号

75　北越法律社会の景況　明治21・7・5　『明法雑誌』第63号

　校友の政治活動

76　新潟政談演説会　明治16・1・28　『新潟新聞』

77　広告一新潟政談会　明治16・2・24　r新潟新聞』
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広告一学術演説　討論会　明治16・4・17　『新潟新聞』

政談演説会　明治17・3・16　『新潟新聞』

広告一政談演説会　明治17・5・31『新潟新聞』

演題（政談演説会）　明治17・6・31　『新潟新聞』

政談演説会　明治18・1・29　『新潟新聞』

広告一政談演説会　明治18・1・30　r新潟新聞』

政談演説会　明治18・2・3　『新潟新聞』

懇親会　明治18・2・3　r新潟新聞』

演題（政談大演説会）　明治18・3・7　『新潟新聞』

広告一政談演説会　明治18・3・7　『新潟新聞』

広告一政談大演説会　明治19・1・14　r絵入新潟新聞』

政談大演説会　明治19・1・15　『新潟新聞』

政談大演説会　明治19・1・15　『絵入新潟新聞』

政談大演説会　明治19・1・19　『新潟新聞』

広告一政談大演説会　明治19・3・26　『絵入新潟新聞』（27日付も）

広告一政談大演説会　明治19・3・28　『新潟新聞』

政談演説会　明治19・4・29　『新潟新聞』

広告一政談演説会　明治19・4・30　『絵入新潟新聞』

政談演説会　明治19・11・25　『新潟新聞』

広告一政談演説会　明治19・11・26　『新潟新聞』

広告一政談演説会　明治20・1・5　『新潟新聞』

広告一政談演説会　明治20・1・8　『絵入新潟新聞』

政談演説会と新年宴会の景況　明治20・1・10　『絵入新潟新聞』

広告一政談大演説会　明治20・10・27　『新潟新聞』

広告一政談大演説会　明治20・11・5　『新潟新聞』

広告一政談大演説会　明治20・11・17　『新潟新聞』

広告一政談大演説会　明治20・12・3　『新潟新聞』

　　新潟法律学校

105　新潟区全図 明治16・9
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広告（法律講究所）　明治19・1・26　『新潟新聞』（2月3日付も）

広告（法律講究所）　明治ユ9・1・26　『絵入新潟薪聞』（2月1・2・4日付も）

広告（新潟法律学校）　明治19・2・17　『新潟新聞』（2月18・19・20・26日付も）

広告（新潟法律学校）　明治19・2・17　r絵入新潟新聞』（2月19・20・26日付も）

校友通信（夜学法律講習所、新潟法律学校）　明治19・3・10　『明法雑誌』第14号

法律講究所　明治19・5・21　『新潟新聞』

明治二十年新潟管内公私立諸学校表　新潟法学校　明治20　r新潟県史』

北辰学館　明治27・5・10　『北漠雑誌』第80号

新潟市商業家明細全図　明治36（初版明治29年）

　　校友会活動

ll5　佐渡紀行　明治20・7・20　『明法雑誌』第40号

116　宇川先生通信　明治20・9・20　『明法雑誌』第44号

ll7　信越紀行　明治32・9・15　『明治法学』第1号

118　校友会各地支部の創設　高田支部　明治32・9・15　『明治法学』第1号

ll9　高田支部通常会　明治33・2・15　『明治法学』第6号

120　直江津法話会　明治33・3・15　『明治法学』第7号

121　越後長岡に開かれし新潟校友支部春季総会　明治33・6・15　『明治法学』第10号

122　長岡の大会　明治33・6・15　『明治法学』第10号

123　高田支部運動会　明治33・6・15　『明治法学』第10号

124　新潟の法学講話会　明治33・6・15　『明治法学』第10号

125　（出張における新潟県校友へのお礼）　明治33・6・15　『明治法学』第10号

126　高田支部追悼会　明治34・8・15　『明治法学』第23号

ユ27　中越各法律学校々友連合会　明治35・8・15　『明治法学』第41号

　　校友

　　　長野昌秀

128　広告（代言業務案内）　明治16・7・7　『新潟新聞』

129　広告（転居）　明治16・10・11　『新潟新聞』

130　広告（病中、来訪者へ謝辞）　明治17・4・11　r新潟新聞』（12日付も）
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名簿（長野昌秀）　明治17・8～　r明治法律学校校友規則並表』

広告（転居）明治19・6・15　r新潟新聞』

広告（母校としての明治法律学校の紹介・案内、とくに新築移転・特別監督校に

ついて）　明治20・1・5　『新潟新聞』

広告（母校としての明治法律学校の紹介・案内、とくに特別生・講法会について）

　明治20・8・16　『新潟新聞』

広告（新年挨拶）　明治21・1・10　『明法雑誌』第51号

『新潟県県会議事録』（抄）　明治21・11・29～23・4・7

新潟県有志家　大同派　改進派（番付）　明治21・1・2

御届（新潟代言人組合会長として新潟弁護士設立に付き）　明治26・4・20　r新潟弁

護士会史』

辞表（新潟代言人組合会長）　明治26・4・2g　r新潟弁護士会史』

（新潟弁護士会長就任）　明治26・7・27　r新潟弁護土会史』

本校々友会評議員（明治法律学校評議員就任）　明治32・7　『明治法律学校校友会

員名簿』

明治二十七年度（定期総会記録）　昭和15・5・15　『新潟弁護士会史』

桑田房吉

広告（長岡に代言出張所開設）　明治16・4・8　『越佐毎日新聞』（10・12・13日付も）

名簿（桑田房吉）　明治18・12～　r明治法律学校校友規則並表』

慰労会（出獄）　明治17・11・22　『新潟新聞』

広告一慰労会（出獄）　明治17・11・23　r新潟新聞』（29日付も）

広告（故小野梓追悼会）　明治19・3・26　『絵入新潟新聞』（27日付も）

広告（転居）　明治19・3・28　『新潟新聞』

広告一懇親会広告（会主）　明治19・6・14　『新潟新聞』

広告（上京につき、今までのお礼）　明治19・11・18　『新潟新聞』

広告一送別会広告（上京につき）　明治19・11・18　『新潟新聞』　　　　　　　　．

校友出京　明治19・12・5　『明法雑誌』第45号

広告（東京にて代言業務）　明治19・12・7　『新潟新聞』（17日付も）

「未決濫之管轄」　明治20・5・5　r明法雑誌』第35号
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広告一明法社広告　明治20・11・5　『明法雑誌』第47号

「人証論」　明治20・12・20　『明法雑誌』第50号

「人証論」（前号ノ続）　明治21・1・10　『明法雑誌』第51号

「人証論」（五十一号続）　明治21・2・20　『明法雑誌』第54号

広告（転居）　明治21・2・20　『明法雑誌』第54号

広告（転居）　明治21・2・28　r新潟新聞』

広告（事務所閉所、閉居）　明治22・3・20　『明法雑誌』第80号

広告（転居、事務所開設）　明治22・5・25　『明法雑誌』第84号

広告（明治法律学校雄弁会学術大演説会）　明治23・11・18　『読売新聞』

校友会（明治法律学校々会常議員就任）　明治27・12　『明治法律学校校友規則並

表』

小林鉄之輔

新潟県学生大懇親会　明治16・6・19　『越佐毎日新聞』

名簿（小林鉄之輔）　明治17・8～　『明治法律学校校友規則並表』

新潟県学生大懇親会　明治18・6・17　『自由燈』

広告（代言代理業務案内）　明治18・10・30　『新潟新聞』

広告（南蒲原郡上条村のものの親属代理）　明治18・12・25　r絵入新潟新聞』（2月

22日付も）

広告（代言代理業務等案内）　明治19・1・19　『絵入新潟新聞』

広告（北越興商会商法講師）　明治19・2・4　『絵入新潟新聞』

広告（北越講法館主幹）　明治20・1・12　『絵入新潟新聞』（13・18～20・22・25日付

も）

広告（北越講法館主幹）　明治20・1・21　r新潟新聞』

広告（北越講法館の入学案内）t’明治20・2・2　『絵入新潟新聞』

広告（明治法律学校得業代言人木下増蔵、北越講法館へ招聰）　明治20・5・21　『新

潟新聞』（26日付も）

広告（木下増蔵、北越講法館にて代言業務）　明治20・5・21　『新潟新聞』（26日付

も）

広告（明法社へ出張、代言業務）　明治21・5・18　『新潟新聞』（22日付も）
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広告（明法雑誌への投稿募集）　明治21・9・5　r明法雑誌』第67号

広告（上京）　明治21・9・5　『明法雑誌』第67号

広告（出版予告）　明治21・9・5　『明法雑誌』第67号

広告（新年挨拶）　明治23・1・10　『法政誌叢』第99号

擬国会開会景況　明治23・10・19　『毎日新聞』

広告（明治法律学校雄弁会学術大演説会）　明治23・11・18　r読売新聞』

口絵一ボワソナード肖像　明治27・7・10　『日本之法律』6－7

石高俊三

報告（新潟代言人組合会長就任）　明治16・3・2g　r新潟新聞』

広告（出京のところ、帰宅）　明治17・9・5『新潟薪聞』（7日付も）

照会（訴訟につき、外務省より）　明治18・3・4　『新潟新聞』

広告（転居）　明治18・11・26　『新潟新聞』

広告（校閲『登記法公謎人規則早わかり』）　明治20・1・20　『新潟新聞』（21・22・24

・25日付も）

広告（校閲『登記法公謹人規則早わかり』）　明治20・2・7　r絵入新潟新聞』

『登記法公謹人規則早わかり』　明治20・2

広告（新潟代言人組合会長就任）　明治20・3・13（16日付も）

名簿（石高俊三）　明治32・12　『明治法律学校校友会員名簿』

石高俊三　大正5・8・20　『新潟県総撹』

校友死亡（石高俊三）　大正7・7　『明治大学々報』第22号

　　　井上敦美

196　名簿（井上敦美）　明治32・12　『明治法律学校校友会員名簿』

197　広告（代言業務等）　明治17・9・7　『新潟新聞』

198

199

200

高橋新平

名簿（高橋新平）　明治32・12　『明治法律学校校友会員名簿』

広告（代言業務等）　明治17・8・17　『新潟新聞』

広告（新潟代言人組合副会長就任）　明治20・3・20　『新潟新聞』
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201　（新潟弁護士会副会長就任）　昭和15・5・15　『新潟弁護士会史』

　　　土屋為太郎

202　名簿（土屋為太郎） 明治17・8～　『明治法律学校校友規則並表』

　　　渡辺八郎

203　名簿（渡辺八郎）　明治17・8～　『明治法律学校校友規則並表』

204　判事登用試験筆記及第者　明治19・12・5　『明法雑誌』第25号

　　その他

205　広告（懇親会、法学士山田喜之助来遊につき、井上・桑田・長野ら発起人）　明治

　　　17・8・21　『新潟新聞』

206　広告（有信会設立、代言業務等、石高・井上・桑田・長野ら）　明治17・11・23　『新

　　　潟新聞』（29日付も）

207　石高俊三・長野昌秀　明治22　r新潟県下名誉鑑』（全）

208　石高俊三・長野昌秀　明治23・12・13　r帝国名誉禄』

209　新潟県校友と明治大学　1996・10・15　『明治大学学園だより』第253号

　　東北法律学校

　　人首・摺沢・仙台

210　東京各私立学校在学生総数および仙台出身学生内訳　明治17・10・19　『仙始義会

　　　雑誌』第1号

211　小原磨渓翁頒徳碑　大正11

212　三島駒治　昭和22・2・10　『仙台市史』7　別ms　5

213　国分平　昭和49　『仙台人名大辞典』

214　三島駒治よし両先生の頒徳碑　昭和52・5・8

215　r江刺市史』第三巻　通史編　近代・現代　昭和62・2・28

216　（三島家日拝帳）　時期不明
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　　上京

217　三島駒治　明治26・9・1　『学生名簿』

218　三島駒治　明治27・5・1　『学生名簿』

219　（卒業証書）　明治28・7・25

220　三島駒治　明治28・7　r第壱年級・第弐年級・第参年級試験成績表』

221　名簿（三島駒治）　明治30・12～　『明治法律学校校友規則並表』

222　『九大法律学校大勢一覧』（抄）　明治31・4・12

223　三島駒治　昭和60・10・31『学員名簿』

　　開校

　　　開校以前

224　養浩館　明治17・6・25　r自由燈』

225　新設大学の位置　明治32・6・15　『仙台』第4号

226　東北大学論　明治32・7・1～　『仙台』第5号（第6・7号も）

227　『法律学研究述』（抄）　明治32・12・31

228　公私立専門学校ノニ（政治学、法律学、経済学〈私立〉）福島　明治32・12　『日本帝

　　　国文部省第二十六年報』

229　法典研究会の開会　明治33・1・26　『仙台毎日新聞』

230　第二回法律研究会　明治33・1・27　r仙台毎日新聞』

231　第二次法典研究会　明治33・1・27　『東北新聞』

2
3
4
5
6
7
8
9

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

開校

（東北法律学校開校準備）　明治33・9・25　『東北新聞』

東北法律学校設立趣意書・東北法律学校規則　明治33・10　県庁文書834

東北法律学校　明治33・11・9　『東北新聞』

東北法律学校の創立　明治33・11・5　『明治法学』第14号

東北法律学校　明治33・12・5　『東北新聞』

川目検事長の巡視　明治33・12・5『東北新聞』

東北法律学校記事　明治34・2・15　『東北新聞』

明治法律学校入学試験　明治34・3・10　『東北新聞』
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240

241

242

243

244

進達願（川目亨一、三島駒治）　明治34・9・2県庁文書783

『仙台市名家及実業家一覧図』　明治34

認可願（三島よし）　明治36・10・16県庁文書830

川目講師の言卜明治40・3・8　『明治法学』第112号

三島学園の母体となった東北法律学校　昭和38・10・27　r三島学園創立六十年史』

　　三島駒治の校友会活動

245　宮城支部総会　明治33・10・15　『明治法学』第13号

246　校友会地方支部に於ける創立二十年紀念式　其一　宮城支部　明治34・7・15　『明

　　　治法学』第22号

247　宮城支部茶話会　明治36・1・8　『明治法学』第51号

248　仙台　明治36・9・8　『明治法学』第61号

249　宮城支部　明治36・6・8　『明治法学』第88号

250　仙台支部　明治39・2・8　『明治法学』第99号

　　その他

251　東北法律学校と三島駒治 1997・6・16　『明治大学学園だより』第261号

　　八王子分校

　　八王子分校

252　八王子に分校設立　明治34・6・29　『明治大学史』

253　故斎藤孝治君追想談（其一）　昭和4・12　『明治学報』第157号

254　明大分校　昭和12・5・17　『明治初期を語る座談会』

255　明治法律学校分校　昭和29・5・20　『入王子教育史』

　　川崎有則

256　（八王子共立政談討論会）　明治16・12・16　『東京横浜毎日新聞』

257　広告一有恒社設立　明治17・5・31　r東京横浜毎日新聞』
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　　依田鍾次郎

258　名簿（依田鍾次郎）　明治17・8～　『明治法律学校校友規則並表』

259　本校秋期校友総会　明治21・11・5　『明報雑誌』第71号

260　依田鍾次郎　明治15・8・15　r新撰大人名辞典』第六巻

261　依田鐘次郎　『三多摩人物評』　時期不明

　　小野崎勇平

262　名簿（小野崎勇平）　明治17・8～　『明治法律学校校友規則並表』

263　広告（転居）　明治20・5・20　『明治雑誌』第36号

　　千葉町法律研究所

　　時田治郎蔵・千葉町法律研究所・『研法雑誌』

264　名簿（時田治郎蔵）　明治18・12～　『明治法律学校校友規則並表』

265　r研法雑誌』例言・論説・記事（特別寄書家）・社告　明治21・7・20　『研法雑誌』第

　　　2号

266　広告一明法雑誌　明治21・9・20　『研法雑誌』第4号

267　広告一明治法律学校　明治22・3・27　『研法雑誌』第10号

268　広告一研法雑誌　明治23・8・10　『法政誌叢』第113号

269　時田治郎蔵氏　明治26・8・10　『随聞随筆　総房人物論誌』第1号

　　江波戸左内

270　第五十号　江波戸左内　明治17・1『生徒一覧表』

271　「代位弁済ノ性質及ビ其効ヲ詳細スベシ」　明治20・9・5　r明法雑誌』第43号

272　明治二十一年七月卒業人名　明治21・11・5　『明法雑誌』第71号

273　名簿（江波戸左内）　明治21・10　『明治法律学校校友規則並表』

274　「教竣者ヲシテ正犯ト同一ノ責ヲ負ハシムニ必要ナル条件ヲ論ス」　明治22・4・27

　　　『研法雑誌』第11号

275　房総雑誌　明治22・5・27　『研法雑誌』第12号

276　「法律論」　明治22・7・27　『研法雑誌』第14号

277　「法典発布ノ理由」　明治23・4・27　『研法雑誌』第23号

　　　　　　　　　　　　　　　　　一43一














































































































































































































